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第１章 計画策定に当たって 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

我が国では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の数次にわたる改正のほか、

天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」の形成を目指し、

循環型社会形成推進基本法をはじめ、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する

法律（容器包装リサイクル法）など、各種リサイクル等の法的基盤が整備されてきました。 

 

環境への負荷ができる限り低減される循環型社会を形成するためには、これまでに形成された

大量生産・大量消費型かつワンウェイ型のライフスタイルから、循環を基調とした生活の豊かさと

環境の保全を両立させたライフスタイルへの転換を図ることが必要であり、これまで県では３Ｒ（リ

デュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用））と廃棄物の適正処理の推進に

取り組んできたところです。 

 

平成 27（2015）年の国連総会で採択された持続可能な世界を実現するための 17 のゴールと

169 のターゲットからなる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」には、環境分野に関連する目標が多く

含まれており、近年では、食品ロスの削減の推進に関する法律（食品ロス削減推進法）やプラスチ

ックに係る資源循環の促進等に関する法律（プラスチック資源循環促進法）が制定され、持続可能

な社会を目指す取組みが進められています。 

 

こうした中、本計画は、国の第五次循環型社会形成推進基本計画（令和６年８月閣議決定）や

「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基

本的な方針」（国の基本方針）を踏まえて、令和８(202６)年度以降の本県の廃棄物・資源循環政

策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。 
 

なお、本計画は、循環型社会形成をより一層推進する観点から、これまでの内容に加え、プラス

チック資源循環や食品ロス削減、災害廃棄物処理に関する事項を一体的に定め、総合的に推進す

る計画とすることとし、計画名を従来の「香川県廃棄物処理計画」から「香川県循環型社会推進計

画」に変更しています。 
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 環境保全に関する基本理念 

 環境保全施策の基本事項  等 

環境基本法（平成6年施行） 

 社会の物質循環の確保 

 天然資源の消費の抑制 

 環境負荷の低減   等 

循環型社会形成推進基本法（平成13年施行） 

～基本的枠組法～ 

第五次循環型社会形成推進基本計画 

（令和６年８月） 

 廃棄物の発生抑制 

 廃棄物の適正処理（リサイクルを含む） 

 廃棄物処理施設の設置規制 

 廃棄物処理業者に対する規制 

 廃棄物処理基準の設定   等 

廃棄物処理法（昭和46年施行） 

〜廃棄物の適正処理〜 

 再生資源のリサイクル 

 リサイクル容易な構造・材質等の工夫 

 分別回収のための表示 

 副産物の有効利用の促進  等 

循環型社会を形成するための法体系 

資源有効利用促進法（平成3年施行） 

〜再生利用の推進〜 

〔国の基本方針〕廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の 

総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針 

（廃棄物処理法第5 条の2） 

容器包装 

リサイクル法 

(平成20年改正法施行) 
家 電 

リサイクル法 

(平成13年施行) 

食 品 

リサイクル法 

(平成13年施行) 

建 設 

リサイクル法 

(平成14年施行) 

自動車 

リサイクル法 

(平成17年施行) 

小型家電 

リサイクル法 

(平成25年施行) 

個別対象に応じた規制・対策 

グリーン購入法（国などが率先して再生品などの調達を推進） 

（平成13年施行） 

食品ロス 

削減推進法 

(令和元年施行) 

プラスチック 

資源循環促進法 

(令和4年施行) 
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２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、廃棄物処理法第５条の５の規定に基づく計画と位置づけるとともに、食品ロス削減の

推進については、食品ロス削減推進法第12 条の規定に基づく計画として位置づけ策定します。 

また、県政運営の基本指針である『香川県総合計画』の分野別計画及び香川県環境基本条例

（平成７年条例第４号）に基づく『香川県環境基本計画』の資源循環分野に関する個別計画として

位置づけます。 

 

 
 

３ 計画の期間 

 

計画期間は、令和８(2026)年度から令和12(2030)年度までの５年間とします。 
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４ 対象とする廃棄物 

 

  廃棄物処理法第２条に規定する廃棄物（一般廃棄物（し尿を除く）及び産業廃棄物）とします。 

なお、し尿については、その排出及び処理の形態が他の廃棄物と異なるため、香川県全県域生

活排水処理構想に基づき、市町の一般廃棄物処理計画と連携して、適正な処理を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃棄物の分類 

 
 
 
※1廃棄物 占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった固形状又は液状のものをいい、「一般

廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。 

※2一般廃棄物 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を指し、「ごみ」と「し尿」に分かれます。さらに、「ごみ」は、主に家庭から発生

する「家庭系ごみ（生活系ごみ）」と、事業活動に伴ってオフィスや飲食店から発生する「事業系ごみ」に分かれます。 

※3産業廃棄物 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など廃棄物処理法で定める 20 種類のものをい

い、全ての事業活動に共通するもの（燃え殻、汚泥など）と特定の事業活動に限定されるもの（紙くず、木くずなど）があります。 

※4産業廃棄物の種類 

【あらゆる事業活動に伴うもの】(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック類、(7)ゴムくず、(8)金

属くず、(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、(10)鉱さい、(11)がれき類、(12)ばいじん 

【特定の事業活動に伴うもの】(13)紙くず、(14)木くず、(15)繊維くず、(16)動植物性残さ、(17)動物系固形不要物、(18)動物のふん

尿、(19)動物の死体 

【その他】(20)（1）〜(19)までの産業廃棄物を処分するために処理したもの 

※5特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物 一般廃棄物・産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境

に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するもの。 

 

廃棄物※1 

一般廃棄物※2 ごみ 

し尿 

家庭系ごみ 

（生活系ごみ） 

事業系ごみ 

特別管理一般廃棄物※5 

産業廃棄物※3（事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定める20種類※4） 

特別管理産業廃棄物※5 
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第２章 本県の廃棄物の現状と将来推計 

 
 

第１節 現状 

 

１ 一般廃棄物 

 

（１）排出状況 

    ごみ※6（一般廃棄物からし尿を除いたもの。以下同じ。）の総排出量は、人口減少による自

然減やペットボトル等の容器の軽量化等によるごみの減量化、県民の意識向上などにより、近

年は減少傾向で推移しています。 

令和５(2023)年度のごみの総排出量は、前年度から 0.9 万トン減の 28.6 万トンで、令和

元(2018)年度以降最も少ない排出量でしたが、依然として、前計画で定めた令和７(2025)

年度の目標であった 28.0 万トンを上回っています。（図１） 

   

図１ ごみの総排出量の推移（全国・香川県） 

 
 
 
 
 
 
 
※6ごみの種類 この節のデータの基礎となる一般廃棄物処理事業実態調査では、市町が分別収集しているごみを、次のように分類して

います。 

可 燃 ごみ：焼却処理することを目的として収集されるもの。 

不 燃 ごみ：焼却施設以外の中間処理施設にて処理する又は最終処分することを目的として収集されるもの。 

資 源 ごみ：リサイクルすることを目的として収集されるもの。 

その他ごみ：有害ごみや危険ごみ等で収集されるもの。 

粗 大 ごみ：比較的大きなものとして上記とは別に収集されるもの。 

330,083 

328,020 

324,272 

317,915 

315,422 

311,337 

312,165 

302,525 

300,190 

295,408 

286,254 

4,487 4,432 4,398 4,317 4,289 4,273 4,274 
4,167 4,095 4,034 

3,897 

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

香川県（ｔ） 全国(万ｔ）

香川県（ｔ） 全国（万ｔ）
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総排出量のごみ収集形態※7 による内訳は、市町が直接収集する計画収集量が全体の９割

以上となっています。（図２） 

 

図２ 収集形態別の内訳（香川県） 

 
 
    令和５(2023)年度の計画処理量（計画収集量＋直接搬入量）28.5万トンのうち、生活系ご

みが 18.9 万トン（66.2％）、事業系ごみが 9.6 万トン（33.7％）となっています。生活系ごみ

は減少傾向にありますが、事業系ごみは横ばいとなっています。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 排出区分別排出量の推移（香川県） 

 

ごみ収集形態 市町のごみ処理施設に搬入されたごみの収集形態は、次の３つに区分されます。 

集団回収量：市町の補助金等の交付などにより住民団体が収集したごみの量 

直接搬入量：(事業者などにより直接搬入されたごみの量)－(市町が収集を委託・許可した者から搬入されたごみの量) 

計画収集量：市町が収集したごみの量 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

集団回収量 4,282 4,085 3,635 3,420 3,152 2,895 2,669 1,437 1,608 1,637 1,508

直接搬入量 12,233 11,351 11,107 10,993 12,950 12,870 12,617 12,473 13,289 15,126 13,306

計画収集量 313,568 312,584 309,530 303,502 299,320 295,572 296,879 288,615 285,293 278,645 271,440

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000
(t)

※7 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

事業系ごみ 97,712 98,030 99,970 99,961 101,606 100,777 101,417 93,858 94,323 95,717 96,092

生活系ごみ 228,089 225,905 220,667 214,534 210,664 207,665 208,079 207,230 204,259 198,054 188,654

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000
(t)
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１人１日当たりの排出量は、本県、全国ともに減少傾向で推移しています。令和５(2023)年

度は、全国平均が851グラムであるのに対して、本県では825グラムとなっています。（図４） 

 

図４ １人１日当たりの排出量の推移（全国・香川県） 

 
 

令和５(2023)年度の計画収集量（総排出量のうち、市町が収集した量）27.1 万トンのうち、

可燃ごみが 21.7 万トンと全体の約８割を占めています。（図５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ ごみの種類別排出状況の推移（香川県） 

895 893 
884 

872 869 
863 868 

850 851 
844 

825 

958 
947 

939 
925 920 919 918 

901 
890 

880 

851 
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1,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

(g)

香川県 全国

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

その他ごみ 121 12 19 20 21 12 19 20 24 54 50

粗大ごみ 2,520 2,926 1,653 1,645 1,702 1,816 1,870 2,190 2,123 2,057 1,843

資源ごみ 53,619 50,446 49,092 47,418 45,022 43,040 41,785 41,540 41,060 38,954 36,847

不燃ごみ 21,507 20,807 19,510 18,471 18,670 18,667 18,033 19,062 17,376 16,377 15,783

可燃ごみ 235,801 238,393 239,256 235,948 233,905 232,037 235,172 225,803 224,710 221,180 216,889

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

(t)
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（２）リサイクルの状況 

ごみのリサイクルについては、各市町において分別収集が進み、各種リサイクル法が整備さ

れたことにより、リサイクル率は、平成１７(2005)年度頃までは上昇傾向でしたが、近年は低

下傾向になっています。 

    令和５(2023)年度のリサイクル率は 18.8％で、前年度と比較して 0.5 ポイント低下しまし

た。全国平均は 19.5％で、本県は全国平均を 0.7 ポイント下回っています。（図６） 

 

図６ 再生利用量・リサイクル率の推移（全国・香川県） 

 

 

（３）最終処分の状況 

   最終処分量は減少傾向にあり、令和５(2023)年度は前年度から 0.2 万トン減少した 2.4

万トンでした。 

    １人１日当たりの最終処分量も減少傾向にあり、近年は全国平均並みとなっています。（図７） 

 

図７ 最終処分量と１人１日当たりの最終処分量の推移（全国・香川県） 
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（４）処理の流れ 

    ごみ処理の流れは下記のとおりで、ごみ総排出量のうち、96％が焼却等の中間処理で減量

化され、18.4％がリサイクル、8.5％が最終処分されています。（図８） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図８ ごみ処理の流れ（香川県）（令和5(2023)年度） 

 

 

（５）市町別排出の状況 

ごみの排出・処理状況の代表的な指標を市町別に比較してみると、どの指標においても市

町に大きな差異があることが分かります。 

１人１日当たりのごみの排出量は最多が 1,483 グラム、最少が 601 グラムとなっており、最

多の市町と最少の市町には、約2.5 倍の差があります。(図９) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ １人１日当たり排出量（市町）（令和5(2023)年度） 
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搬入時と処理時の計量器の違いなどにより、「計画処理量」とは一致しない。 

※（ ）内の数値はごみ総排出量に占める割合。 
※数値は四捨五入してあるため合計値が一致しない場合がある。 
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リサイクル率は、平成２９(2017)年度から可燃ごみを固形燃料の原料等に資源化している

三豊市が62.3％と突出して高くなっています。三豊市を除く市町では、最高が25.2％、最低

が 6.5％となっています。（図10） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図10 リサイクル率（市町）（令和５(2023)年度） 

 

 

（６）処理施設の状況 

本県の市町及び一部事務組合が設置している一般廃棄物処理施設の状況は、令和５

(2023)年度末現在で、焼却・溶融施設が８施設（合計処理能力：1,361 トン／日）、再生利用

施設が 11 施設（合計処理能力：196.5 トン／日）、最終処分場が 11 施設（残余容量：414 千

立方メートル、残余年数：18.7 年）などとなっています。（図11） 
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（７）ごみ処理事業経費  

１人当たりのごみ処理経費は、老朽化したごみ処理施設の改修工事が行われた平成

27(2015)～29(2017)年度にかけて上昇し、全国平均を上回った年度もありました。令和５

(2023)年度は18,100円で全国平均を下回っていますが、引き続き、経費削減に努めること

が求められています。（図12） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図12 ごみ処理事業経費の推移（全国・香川県） 
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２ 産業廃棄物 

 

（１）排出状況 

近年における本県の産業廃棄物の総排出量は、微増と微減を繰り返しており、240万トン台

で推移しています。（図13） 

令和５(2023)年度の産業廃棄物の総排出量は 248.3 万トンでした。種類別排出量は、最

も多いものが、がれき類 94.7 万トン（38.2％）、次いで、動物のふん尿が 60.2 万トン（2４．

３％）、汚泥が 59.8 万トン（24.1%）となっており、この３種類で排出量全体の 86.5％を占め

ています。（図14） 

 

図13 産業廃棄物の総排出量の推移（全国・香川県） 

 

図14 産業廃棄物の種類別排出量（香川県）（令和5(2023)年度） 
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令和５(2023)年度の業種別排出量は、建設業１００.６万トン（４０.５％）が最も多く、次いで、

農業、林業60.4万トン（24.3％）、製造業36.3万トン（14.7％）などとなっています。（図15）      

 

図15  産業廃棄物の業種別排出量（香川県）（令和5 年(2023)年度） 

 

（２）景気動向の影響 

産業廃棄物は事業活動に伴って発生・排出されることから、その総排出量は、景気動向に左

右される傾向があります。 

産業廃棄物の総排出量を香川県景気動向指数※8（CI:一致指数）と対比すると、令和元年 

(2019)年から令和２年(2020)年にかけての後退期には、新型コロナウイルスの影響もあい

まって、総排出量は 237.８万トン（令和２年(20２０)年度）まで減少しました。  

その後、令和３(20２１)年からの拡張期には、増加傾向に転じ、ここ数年は、おおむね 240

万トン台で推移しています。（図16） 

 

図16 産業廃棄物の総排出量と景気動向（香川県） 

 
※8香川県統計調査課調べ。景気動向指数は、生産、雇用などの様々な経済活動の指標の動きを統合し、景気の現状把握や将来予測の

ために作成された総合的な景気指標です。CI(Composite Index)は採用した指標の変化率を合成したもので、上昇していれば景気

は拡張局面、低下していれば景気は後退局面にあるとみられ、景気変動の大きさやテンポ（量感）を測定するために用います。CI には、
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（３）リサイクルの状況 

令和５(2023)年度の再生利用量は 175.7 万トンで、平成２５（２０13）年度から横ばい傾

向にあります。（図17） 

リサイクル率もおおむね同じような傾向にあり、令和５(2023)年度には 70.8％に推移し

た一方で、前計画の目標値である 71.5％（目標年度：令和７(2025)年度）は達成できていま

せん。（図17） 

 

図17 産業廃棄物の再生利用量とリサイクル率の推移（香川県） 

 

令和５(2023)年度の種類別再生利用量は、がれき類 91.5 万トン（52.1％）が最も多く、次

いで、動物のふん尿 60.2 万トン（34.3％）、木くず 7.２万トン（4.１％）などとなっています。

（図18） 

 
 

図18 産業廃棄物の種類別再生利用量（香川県）（令和5(2023)年度） 
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がれき類, 53,281 t

31.0%
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（４）最終処分の状況 

令和５（２０2３）年度の再生利用量は175.7万トンで、平成２５（２０１３）年度から横ばい傾向

にあります。 

一方で令和５（２０２３）年度の最終処分量は 12.4 万トンで、平成２５（２０１３）年度から減少

傾向であり、前計画の目標値（令和７（２０２５）年度に 16.1 万トン）を達成しています。（図19） 

 

図19 産業廃棄物の再生利用量と最終処分量の推移（香川県） 

 

令和５(2023)年度の種類別最終処分量は、がれき類 5.3 万トン（31.0％）が最も多く、次

いで、廃プラスチック類 4.9 万トン（28.4％）、汚泥 3.1 万トン（18.0％）などとなっています。

（図20） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図20 産業廃棄物の種類別最終処分量（香川県）（令和5(2023)年度） 
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（５）処理の流れ 

令和５(2023)年度は総排出量のうち 22.8％が焼却等の中間処理で減量化され、70.8％

がリサイクル、５.0％が最終処分されています。（図21） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図21 産業廃棄物の処理状況（香川県）（令和5(2023)年度） 

（６）処理施設の状況 

排出事業者、処理業者、公共が設置している産業廃棄物処理施設（香川県知事又は高松市

長の設置許可対象施設）の令和６(202４)年度末現在の状況は、表１のとおりです。 

なお、令和５(20２３)年度末の最終処分場残余容量は安定型が１１３.５万立方メートル、管理

型が３７．６万立方メートル、残余年数は安定型が 1９.０年、管理型が５．９年となっています。 
【令和6(2024)年度末現在】 

処理施設の種類 高松市 高松市以外 合計 

中間処理施設 

汚泥の脱水施設 12 20 32 

汚泥の乾燥施設 0 1 1 

汚泥の焼却施設 0 0 0 

廃油の油水分離施設 0 2 2 

廃酸・廃アルカリの中和施設 0 1 1 

廃プラスチック類の破砕施設 2 24 26 

廃プラスチック類の焼却施設 0 1 1 

汚泥のコンクリート固形化施設 0 1 1 

産業廃棄物の焼却施設 4 13 17 

木くずの破砕施設 11 31 42 

がれき類の破砕施設 18 43 61 

小 計 47 137 184 

最終処分場 
（海面埋立を含む） 

安定型（埋立中のもの） 0 9 9 

管理型（埋立中のもの） 1 8 9 

小 計 1 17 18 

合 計 48 154 202 

表１ 県内の産業廃棄物処理施設の設置状況 
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注）各項目は四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。 
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（７）処理業者の状況 

令和６(202４)年度末現在の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理業の許可状況は、

表２のとおりです。 

 
【令和6(2024)年度末現在】 

 産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業 

高松市 高松市以外 高松市 高松市以外 

収集運搬 144 2,101 13 219 

中間処理のみ 45 89 3 5 

最終処分のみ 0 4 0 2 

中間処理及び最終処分 1 6 0 1 

計 190 2,200 16 227 

表２ 県内の産業廃棄物処理業者の状況 

 
 
 

（８）広域移動の状況 

令和５(2023)年度において県外から県内に搬入された量は 9.7 万トン、県内から県外に

搬出された量は3.6万トンです。近年は、県外から県内への搬入、県内から県外への搬出とも

に減少傾向にあります。（図22） 

 

図22 広域移動の状況 
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令和５(2023)年度は、34 都道府県から県内へ搬入されています。都府県別に見ると、搬入

量が最も多いのは、徳島県3.１万トン（３２．１％）、次いで、愛媛県2.8万トン（28.8％）、岡山県

1.４万トン（14.２％）、兵庫県0.８万トン（8.3％）、高知県0.４万トン（4.6％）でした。（図23） 

      

図23 搬入元別（県外⇒香川県）（令和5(2023)年度） 

 

反対に、県内からは24都道府県へ搬出されています。搬出量が最も多いのは、山口県1.2

万トン（31.8％）、次いで、岡山県 0.9 万トン（25.5％）、広島県 0.４万トン（１１．３％）、愛媛県

0.３万トン（8.9％）でした。（図24） 

 

 

図24 搬出先別（香川県⇒県外）（令和5(2023)年度） 
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注）各項目は四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。 

注）各項目は四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。 
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令和５(2023)年度の種類別搬入及び搬出の状況は、搬入種類別では、廃プラスチック類及

びばいじんで全体の 53.5％を占めています。（図25） 

      

図25 搬入種類別（県外⇒香川県）（令和5(2023)年度） 

 

 

搬出種類別では、汚泥の占める割合が高く全体の 51.9％を占めています。（図26） 

     
 

 

図26 搬出種類別（香川県⇒県外）（令和5(2023)年度）  
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３ 廃棄物に関する苦情 

 

苦情の件数 

平成２５(20１３)年度には、不法投棄、野外焼却等に対する苦情が年間119件寄せられまし

たが、令和６(202４)年度には１２７件となっています。 

廃棄物の不適正処理に関する苦情は年度によって増減はあるものの、依然として、後を絶

たない状況です。（図27） 
 

 

図27 廃棄物に関する苦情件数の推移（香川県） 
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※国民一人一日当たり 約102g

４ 食品ロス 

 

食品ロスの発生量 

本県における家庭系食品ロスと事業系食品ロスの発生量をそれぞれ推計した結果、家庭

系食品ロスは年間 12,276 トン、事業系食品ロスは年間 13,200 トン、香川県全体での食品

ロス発生量は年間25,476トンで、県民一人一日当たり75.4ｇと推計されます。（図２８）その

発生源は、家庭系が 48.2％、事業系が 51.8％で、全国（図２９）とほぼ同じ割合となっていま

す。                    

 

 

 

 

 

 

 

 

図2８ 食品ロス発生量（香川県）（令和5(2023)年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

図2９ 食品ロス発生量（全国）（令和5(2023)年度 
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第２節 将来推計 

 

１ 一般廃棄物 

 

令和12(2030)年度までの一般廃棄物の総排出量等の将来推計を、一般廃棄物処理事業実

態調査（環境省調査）による市町ごとの過去10年間の実績値を基礎に、減量化等の施策や制度

が現状のまま変更されないものと仮定して、将来推計の手法であるトレンド推計方式により行い

ました。 

総排出量 

一般廃棄物の総排出量は、近年、減少傾向にあり、発生抑制意識の高まりや人口減少な

どが今後も続くことにより、減少すると予測しています。計画期間の最終年度である令和

12(2030)年度には、総排出量は 27.2 万トン（図 30）、１人１日当たりの排出量は 831 グ

ラム（図31）になると予測しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図30 一般廃棄物の総排出量の将来予測（香川県） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図31 1 人1 日当たり排出量の将来予測（香川県） 
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２ 産業廃棄物 

 

令和 12(2030)年度までの産業廃棄物の総排出量の将来推計を、業種ごとの活動量指標

（製造品出荷額や元請完成工事高など）の過去のトレンドについて統計学的手法を用いた時系

列解析を行うことで将来の活動量指標の伸び率を算出し、その伸び率に基準年度（令和５

(2023)年度）の業種ごとの排出量を乗じることにより行いました。 

総排出量 

産業廃棄物の総排出量は、ほぼ横ばいで推移することが見込まれ、令和１２(20３０)年度

の総排出量は、248.7 万トンと予測しています。（図32） 
 

 
 
 
 

図32  産業廃棄物総排出量の将来予測（香川県） 
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第３章 県民の意識（県政世論調査から） 

 

 

１ 調査の概要 

 

（１）目的 

県政の諸問題について、県民の意見や要望等を把握し、今後の施策立案に際しての基礎資料

とすることを目的とする。 

 

（２）調査方法 

調査地域 香川県全域 

調査対象 満18 歳以上の県民 

標 本 数 3,000 

抽出方法 層化二段無作為抽出法 

調査方法 郵送配布（回収は郵送とＷｅｂ回答の併用） 

調査時期 令和６(2024)年5 月28 日 から 令和6(2024)年6 月19 日 まで 

 

 （３）調査項目 

 行政の環境への取組み（満足度・重要度）＜10 項目＞ 

 環境に優しい行動への取組み(資源の有効利用・廃棄物の適正処理)＜５項目＞ 

 行政に期待する取組み（ごみの減量化・リサイクル推進のための取組み）＜９項目＞ 

 環境施策に関する要望 

 

 （４）回答結果 

回答率 45.6％（回答者数：1,369 人 ＜男性：594 人、女性：734 人、不明：41 人＞） 
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２ 調査の結果 

 

（１）行政の環境への取組み 

① 現在の満足度 

「とても満足」又は「まあ満足」は、『ゴミの分別、リサイクル対策』が１番目に多い61.4％であ

り、『廃棄物の不法投棄対策』は 26.9％(７番目)でした。 

一方、「とても不満」又は「やや不満」は、『廃棄物の不法投棄対策』が最多の 31.7％であり、

不満度の高さが他の項目と比較して突出しています。なお、『ゴミの分別、リサイクル対策』は

12.2％（８番目）でした。（図33） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図33 現在の満足度 

 

② 将来の重要度 

「とても重要」又は「まあ重要」は、『ゴミの分別、リサイクル対策』が最多の 80.4％であり、

『廃棄物の不法投棄対策』が３番目の 78.6％でした。（図34） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図34 将来の重要度 
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（２）環境に優しい行動への取組み（資源の有効利用・廃棄物の適正処理） 

「いつもしている」又は「ときどきしている」は、『市町のルールに沿って正しくゴミを分別し、

リサイクル回収に協力している』が最も多く 97.3％でした。次いで、『買い物するときはマイバ

ッグを持参したり、詰替商品や簡易包装の商品を購入するなど、ゴミを減らしている』が

94.6％（２番目）、『食べ物を大事にして、食べ残しなど、本来食べられるものは捨てない』が

93.8％（３番目）となっており、リサイクルや廃棄物の適正処理、ごみの削減（リデュース）、食

品廃棄物・食品ロスに関する県民の意識の高さが伺えます。 

その一方で、『リサイクルショップやフリーマーケットを活用するなど、再利用に努めている』

は 39.6％にとどまっており、リサイクルに対する意識は高いものの、リユースに関する意識は、

依然として、相対的に低いと考えられます。（図35） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図35 環境に優しい行動への取組み 

 

（３）効果的な取組み（ごみの減量化・リサイクルの推進のための取組み） 

ごみの減量化・リサイクルの推進のための効果的な取組みは、上位から『ごみの多くを占め

る食品廃棄物の削減などに重点化した取組み』（778 人・56.8％）、『学校や地域における環

境学習の充実』（501 人・36.6％）、『不法投棄の監視・通報体制の充実』（482 人・35.2％）と

いう結果になりました。（図36） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図36 効果的な取組み 
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市町のルールに沿って正しくゴミを分別し、

リサイクル回収に協力している

リサイクルショップやフリーマーケットを活用するなど、

再利用に努めている

食べ物を大事にして、食べ残しなど、

本来食べられるものは捨てない

買い物するときはマイバッグを持参したり、詰替商品や

簡易包装の商品を購入するなど、ゴミを減らしている

いつもしている ときどきしている あまりしていない 全くしていない 無回答

N=1,369 

N=1,369（複数回答） 

1.6%

2.6%

20.8%

23.8%

28.1%

30.8%

34.6%

35.2%

36.6%

56.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10 無回答

９ その他

８ 地域による環境美化（クリーン作戦など）

７ デポジット制度の導入など生産者による

積極的資源回収の仕組みづくり

６ スーパーでの買い物袋持参の協力呼びかけ

や包装の簡素化

５ 広報の充実など県民全体への意識啓発

や情報提供の強化

４ 市町でのごみの分別方法や処理方法の見直し

（可燃ごみから資源ごみへの変更など）

３ 不法投棄の監視・通報体制の充実

２ 学校や地域における環境学習の充実

１ ごみの多くを占める食品廃棄物の削減

などに重点化した取組み
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（４）環境施策に関する要望 

1１４人（8.3％）から自由意見があり、廃棄物に関しては、「田での野焼き」や「家庭ごみの焼

却」、「海、川、山や道路でのゴミのポイ捨て」といった地域社会で問題となっている一般廃棄物

の野外焼却や不法投棄に対して、行政が厳重に対処することを求める意見が目立っていま

す。 

また、「子ども向けに学校で環境について学び、ゴミを拾うなど実践活動を望む」との意見や、

「食品ロス削減の徹底」といった意見がありました。 

その他、「小売店での包装の簡易化」や「観光客向けのゴミ回収所の設置」といった提案がさ

れており、県民の廃棄物に関する問題意識は総じて高いことが伺えます。 
 
 

３ まとめ 

 
県政世論調査の結果では、廃棄物行政の重要度は約 80％となっており、これは県民の関心度

の高さの表れでもあります。このため、県民に身近な一般廃棄物を中心に、３Ｒ（リデュース、リユ

ース、リサイクル）の普及啓発や意識醸成、野外焼却や不法投棄対策などをさらに推進するととも

に、食品ロスの削減や資源の有効利用にも積極的に取り組んでいく必要があります。 
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第４章 持続可能な循環型社会の形成をめざして 

 

 

第１節 基本的な考え方 

 

１ 計画の基本目標 

 

香川県循環型社会推進計画は、香川県環境基本計画の個別計画であり、環境基本計画で定

める資源循環分野の基本目標を本計画の基本目標として設定します。 
 

基本目標 

 

 
 

循環型社会形成推進基本法において『循環型社会』とは、①製品等が廃棄物等になることが

抑制され（発生抑制 Reduce）、次に、循環資源となったものは環境負荷の低減に配慮しつつ、

②再使用（Reuse）、③再生利用（Recycle）、④熱回収の順に可能な限り循環的に利用し、こう

した発生抑制及び循環的利用を促進したうえで、なお循環的利用が行われないものは、⑤適正

な処分が確保され、もって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社

会とされています。 

国の第五次循環型社会形成推進基本計画（令和６年８月）では、循環型社会の形成に向けて

は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済・社会様式につながる一方通行型の線形経済から、

持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する「循環経済（サーキュラーエコノミー）」へ

の移行を推進することが鍵であり、「循環経済」への移行は、気候変動や生物多様性保全といっ

た環境面に加え、産業競争力強化・経済安全保障・地方創生・質の高い暮らしの実現にも貢献

するとされています。 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環型社会の推進による持続可能な香川の実現 

循環型社会 
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本県においても、３Ｒの取組みや廃棄物の適正処理を、引き続き推進するほか、近年課題とな

っているプラスチック資源循環や食品ロスの削減、相次ぐ災害に備えた災害廃棄物処理体制の

充実・強化に重点的に取り組み、循環型社会の形成をめざすとともに、ＳＤＧｓの目標達成にも

貢献していく必要があります。 
 

 

２ 基本目標における指標と施策区分・施策の柱 

 

県民や事業者が３Ｒに取り組み、徹底した資源循環と適正処理を推進することによって形成さ

れた循環型社会では、廃棄物の最終処分量の減少が見込まれます。 

そのため、一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分量を基本目標における指標に設定し、次

の施策区分と施策の柱に基づき、県民、事業者、市町その他関係者との連携・協働のもと、循環

型社会の形成に向けた施策を展開するものとします。 

 

【基本目標における指標】 

項  目 単位 現況【R6 年度】 目標【R12 年度】 

一般廃棄物の最終処分量 万ｔ 2.4（R5） 2.2 

産業廃棄物の最終処分量 万ｔ 12.4（R5） 10.1 

 

施策区分 

 

 

 

 

 

施策の柱 

 

 

 

 

 

 
  

１ 循環型社会づくりの推進 

２ 廃棄物の適正処理の推進 

3 災害廃棄物処理対策の推進 

  １ 3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

  ２ プラスチック資源循環の推進 

  ３ 食品ロス削減の推進 

  ４ 廃棄物の適正処理の推進 

  ５ 不法投棄対策の推進 

  ６ 災害廃棄物処理対策の推進 
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第２節 目標達成のための施策 

 

施策体系 

 

施策区分 施策の柱 施策展開 

大項目 中項目 小項目 

 

1 

  循環型社会づくり 

の推進 

1-1 

3Ｒ（リデュース、リユース、

リサイクル）の推進 

1-1-1 

２Ｒを意識した３Ｒの普及啓発・ 

取組みの推進 

1-1-2 

各種リサイクル制度の円滑な推進・

拡充 

1-1-3 

循環産業の育成 

1-2 

プラスチック資源循環 

の推進 

1-2-1 

事業者におけるプラスチック 

資源循環の推進 

1-2-2 

県・市町等におけるプラスチック 

資源循環の推進 

1-3 

食品ロス削減の推進 

1-3-1 

教育や普及啓発の推進 

1-3-2 

事業者における取組みの推進 

2 

 廃棄物の適正処理 

の推進 

2-1 

廃棄物の適正処理の推進 

2-1-1 

廃棄物処理施設の確保と維持管理 

2-1-2 

監視指導体制の拡充・強化 

2-1-3 

廃棄物の適正処理の推進 

2-1-4 

豊島処分地維持管理等事業の推進 

2-2 

不法投棄対策の推進 

2-2-1 

不法投棄や野外焼却対策の強化 

3 

災害廃棄物処理対策

の推進 

3-1 

災害廃棄物処理対策 

の推進 

3-1-1 

大規模災害に備えた災害廃棄物 

処理体制の充実・強化 
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 １ 循環型社会づくりの推進  

 

１－１ ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

1-1-1 
３Ｒの推進に積極的に取り組んでいると答えた

人の割合 
％ 41.1（R7.6） 56.0 

1-1-1 一般廃棄物の総排出量 万ｔ 28.6（R5） 26.0 

1-1-1 一般廃棄物の一人一日当たり排出量 ｇ 825（R5） 793 

1-1-1 産業廃棄物の総排出量 万ｔ 248.3（R5） 247.5 

1-1-1 
リユース製品を積極的に利用していると答えた

人の割合 
% 28.3(R7.6) 35.0 

1-1-1 一般廃棄物のリサイクル率 ％ 18.8（R5） 24.0 

1-1-1 
リサイクル製品を積極的に利用していると答え

た人の割合 
% 32.2(R7.6) 42.0 

1-1-2 

1-1-3 
産業廃棄物のリサイクル率 ％ 70.8（R5） 72.4 

 

 現状と課題                                                              

○ 環境への負荷ができる限り低減される「循環型社会」を形成するためには、リサイクルに先立

って２Ｒを可能な限り推進することが大切ですが、県政世論調査では、リサイクルに対する意識

は高いものの、２Ｒに対する意識は、依然として、相対的に低いという結果になっており、引き続

き、２Ｒを意識した３Ｒの普及啓発に取り組み、これまでの大量生産・大量消費型のライフスタイ

ルからの転換を図る必要があります。 

○ 本県の一般廃棄物の総排出量は、令和５(2023)年度の実績が 28.6 万トンと、令和元

(2019)年度の実績（31.2 万トン）と比較すると減少しており、今後も、人口減少に伴う自然減

が続くことが予想されることから、減少傾向で推移するものと考えられますが、排出量の一層の

削減に向け、創意工夫を凝らした取組みにより、生活全体において３Ｒを推進していく必要があ

ります。 

○ 本県の産業廃棄物の総排出量は、令和５(2023)年度の実績が 248.3 万トンと、令和元

(2019)年度の実績（244.9 万トン）と比較すると増加しており、産業廃棄物の総排出量は景気

の動向の影響を受ける面はあるものの、引き続き、持続可能な経済活動に配慮しつつ、総排出

量の抑制をめざすことが必要です。 

○ 本県のリサイクル率（令和５(2023)年度実績）は、一般廃棄物が 18.8％、産業廃棄物が

70.8％となっており、令和元(2019)年度実績（一般廃棄物：18.2％、産業廃棄物：71.0％）と

比較すると、一般廃棄物は増加（0.6 ポイント増）し、産業廃棄物は減少（0.2 ポイント減）してい
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ますが、近年は、一般廃棄物、産業廃棄物ともに横ばいか微減で推移しています。 

○ リサイクル率の向上を図るためには、各種リサイクル制度を的確に運用するとともに、特に、市

町によって大きな差がある一般廃棄物のリサイクル率（令和５(2023)年度：最高 62.3％、最

低 6.5％）の向上に向け、各市町による主体的な取組みの促進を図るほか、プラスチックに係る

資源循環の促進等に関する法律（プラスチック資源循環促進法）に基づくプラスチック使用製品

廃棄物の分別収集や再商品化にも適切に対応していく必要があります。 

○ リサイクルを進めるためには、関連事業者の取組みや消費行動の変容を促進することが大切

であることから、県内企業の環境関連の研究開発等に対する支援や優良な産廃処理業者の認

定等により循環産業の育成を図るとともに、リサイクル製品の認定制度やグリーン購入の促進

等により、リサイクル製品の利用促進に努める必要があります。 

 

 施策展開                                                               

1-1-1 

２Ｒを意識した３Ｒの普及啓発・取組みの

推進 

ⅰ ３Ｒの普及啓発・環境学習の推進 

ⅱ 地域でのクリーン作戦への支援 

ⅲ 事業者における取組みの促進 

ⅳ 県・市町における取組みの促進 

1-1-2 

各種リサイクル制度の円滑な推進・拡充 

ⅰ 拡大生産者責任の徹底 

ⅱ 容器包装リサイクルの推進 

ⅲ 家電リサイクルの推進 

ⅳ 建設リサイクルの推進 

ⅴ 食品リサイクルの推進 

ⅵ 自動車リサイクルの推進 

ⅶ 家畜排せつ物のリサイクルの推進 

ⅷ 小型家電リサイクルの推進（レアメタルリサイクル） 

ⅸ 多様な回収ルートの確保 

1-1-3 

循環産業の育成 

ⅰ 事業者に対する支援 

ⅱ エコタウン事業の推進 

ⅲ リサイクル市場の普及啓発 

 

 主な取組内容                                                               

 1－１－１ ２Ｒを意識した３Ｒの普及啓発・取組みの推進 

ⅰ ３Ｒの普及啓発・環境学習の推進 

     ○ 家庭や事業所から排出されるごみの減量化やリサイクルの推進を図るため、県民や事業

者に対して、出前講座等の機会や広報誌・ホームページにより、３Ｒに関する先進的な取組

事例などを情報提供するとともに、マイバッグ・マイボトルの持参や詰め替え商品・簡易包装

商品等の購入によるごみの削減、リサイクル製品の購入など、環境にやさしいライフスタイル

への転換を呼びかけます。 

     〇 「消費者市民社会」の実現をめざすため、各市町と連携して開催している「くらしのセミナ

ー」において、リサイクル製品の購入など「エシカル消費」（倫理的消費）の普及啓発を行うこ
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とにより、消費者教育の推進に努めます。 

     〇 ごみ処理には多額の費用を要することを住民に認識してもらうため、市町に対して、環境

省が作成した一般廃棄物会計基準に基づく一般廃棄物処理事業に要する費用の分析を行

うとともに、分析結果について、住民への周知に取り組むよう促します。 

     〇 環境学習教材や環境学習プログラムなどの充実を図り、学校や地域、職場など幅広い場

において、子どもから大人まで誰もが世代に応じて学べる場を確保するとともに、より多くの

県民に参加してもらえるよう、分かりやすい情報発信に努めます。 

     〇 将来を担う若い世代が３Ｒを意識したライフスタイルを実践する契機となるよう、大学生等

と連携した学生・生徒向けの活動や、小学生等が親子で参加できるコンテストの実施など、

若年層を対象とした普及啓発に取り組みます。 

     〇 県内の小・中・高等学校などに協力を依頼し、学校教育等を通じて、ごみの減量化やリサ

イクルの取組みに関する啓発を行います。 

     〇 民間団体等に委託して行っている「体験型環境学習プログラム」の内容を充実させるなど、

民間団体や事業者と連携して、学校や地域、職場など幅広い場において、３Ｒをテーマとした

環境学習講座等を実施します。 

     〇 割りばしや古紙、衣類等のリサイクルに取り組む団体や事業所の活動をホームページや冊

子等でＰＲするなど、その取組みを支援します。 

○ ファッションロス削減のため、市町と連携して衣類の回収やリサイクルの検討を進めるとと

もに、公益財団法人香川県環境保全公社による市町への支援制度を活用して、販売店やＮ

ＰＯ、福祉団体、リサイクル業者などと連携した取組みを広げていきます。 

    ⅱ 地域でのクリーン作戦への支援 

     ○ 県道の清掃や緑化などを行うボランティア団体を支援する「香川さわやかロード事業」を推

進します。 

     ○  「県内一斉海ごみクリーン作戦『さぬ☆キラ』」の実施など、市町と連携しながら、山・川・

里（まち）・海の県内全域を対象とした清掃活動を支援します。 

     〇 「エアポートクリーン作戦」など地域の一斉清掃について、実行委員会に参画するなど、企

画段階からの支援に努めます。 

    ⅲ 事業者における取組みの促進 

     ○ 産業廃棄物の排出事業者に対して、ホームページや各種業界団体が開催する講習会等の

機会を通じて、産業廃棄物の自主的な減量化の取組みなど発生抑制に関する普及啓発を

行います。 

     〇 年間 1,000 トン以上の産業廃棄物を排出する多量排出事業者（特別管理産業廃棄物に

ついては年間 50 トン）に対して、事業者が提出した産業廃棄物処理計画に基づき、産業廃

棄物の排出抑制・再生利用・適正処理が円滑に進むよう指導するとともに、計画の実施状況

をホームページで公表することにより、排出事業者の自主的な取組みを促します。 

     ○ リユースショップやリユース品を積極的に利用する県民が増えるよう、リユース市場の普

及啓発に努めます。 

    ⅳ 県・市町における取組みの促進 

     ○ 市町におけるリデュースの取組みが促進されるよう、各市町の年度ごとの総排出量等の実

績をホームページに掲載して可視化するとともに、それぞれの現状と課題を把握したうえで、
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必要な助言等を行います。 

     〇 国の施策の動向や他県の先進的な廃棄物減量化施策について情報収集し、情報提供す

るとともに、それぞれの取組状況に関する情報交換や連携した取組みの検討を働きかける

など、市町におけるリデュースの促進を図ります。 

     ○ 市町で行っている不用品交換情報提供等の取組みの紹介やマイボトル・マイカップの利用

促進、マイボトル・マイカップに商品を提供している店舗の紹介等により、県民のリユースへ

の関心を高め、リユース行動を促進します。 

     〇 リユース容器の利用促進のため、県主催行事で率先して使用するとともに、各種イベント

主催者に対しても、積極的な使用を働きかけます。 

     〇 市町におけるリサイクルの取組みを促進するため、各市町の年度ごとのリサイクル率等の

実績をホームページに掲載して可視化するとともに、それぞれの現状と課題を把握したうえ

で、必要な助言等を行います。 

     〇 国の施策の動向や他県の先進的なリサイクル施策について情報収集し、情報提供すると

ともに、それぞれの取組状況に関する情報交換や連携した取組みの検討を働きかけるなど、

市町におけるリサイクルの促進を図ります。 

     〇 現在、焼却・埋立している廃棄物について、民間施設の活用等による資源化に向けた取組

みの検討を働きかけます。 

     〇 質の高いリサイクルを可能とするためには、資源ごみの分別の徹底や洗浄など排出者の

協力が不可欠であることから、排出時のマナーの向上について、市町や事業者と連携した普

及啓発を実施します。 

     〇 事業活動における自主的な環境配慮の取組みを推進するため、他の模範となるリサイクル

製品や、環境負荷の低減に取り組む事業所をホームページ等により積極的にＰＲします。 

     〇 県の物品等の調達に当たっては、リサイクル製品や詰め替え製品など環境への負荷の小

さい環境配慮型製品を購入する「グリーン購入」を推進します。 

 

1－1－２ 各種リサイクル制度の円滑な推進・拡充 

ⅰ 拡大生産者責任の徹底 

     ○ デポジット制度の導入など拡大生産者責任に基づく廃棄物回収システムの構築について、

国に対し、要望・提案します。 

ⅱ 容器包装リサイクルの推進 

○ 容器包装廃棄物の収集運搬等に要する市町の費用負担が大きいことが、一部の市町で

分別収集されずに焼却・埋立されている要因となっていることから、容器包装リサイクル法を

見直し、メーカーなどとの費用負担の公平化を図るよう、国に対し、要望します。 

〇 容器包装リサイクル法に基づかない独自の処理を行っている市町に対しては、リサイクル

方法について住民への情報提供を適切に行うとともに、適正なリサイクル等が確実に行われ

ていることを確認するよう指導・助言を行います。 

ⅲ 家電リサイクルの推進 

○ 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に基づく廃家電の処理が適正に行われ

るよう、処理方法について住民への周知・啓発を行うとともに、市町とも協力して、不用品回

収業者の実態把握に努め、処理が適正に行われていない場合には、必要に応じ、指導等を
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行います。 

○ 廃家電の不法投棄や不適正処理を防止するため、リサイクル料金前払い制度の導入など

を、国に対し、要望します。 

ⅳ 建設リサイクルの推進 

○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に基づき、公共工事

での分別解体と再資源化等の徹底を図るとともに、解体工事現場等のパトロールの実施に

より、民間工事での分別解体と再資源化等を指導します。 

○ 公共事業などにおいて発生する建設発生土等の再使用やコンクリート塊等の再生利用に

努めます。 

ⅴ 食品リサイクルの推進 

○ 県内の食品製造業者等から排出される食品関連廃棄物の再生利用等が促進されるよう、

食品製造業者や廃棄物処理業者などに対し、食品循環資源の再利用等の促進に関する法

律（食品リサイクル法）に定められた各主体の役割や、再生利用施設整備に活用できる各種

補助事業や融資制度の内容等について、ホームページで情報提供を行います。 

ⅵ 自動車リサイクルの推進 

○ 使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、使用済自動車の再資源化等に関する

法律（自動車リサイクル法）に基づく引取業者、フロン類回収業者の登録手続や、解体業者、

破砕業者の許可手続の審査を厳格に行うとともに、不適正な処理や保管を行っている事業

者に対する監視・指導を行います。 

○ 香川県放置自動車の処理に関する条例に基づき、県の所有地・管理地、自然公園法の特

別地域に放置された自動車は迅速に処理するとともに、市町からの依頼に応じて廃物認定

委員会を開催するなど、市町における放置自動車処理事務が円滑に行われるよう支援を行

います。 

ⅶ 家畜排せつ物のリサイクルの推進 

○ 家畜排せつ物のリサイクルを推進するため、地域畜産経営環境保全推進指導協議会を

組織し、県・市町・農業団体が連携して、良質な堆肥を生産するための家畜排せつ物の適正

処理に向けた指導を行うとともに、堆肥調製に関する技術指導を行います。 

○ 堆肥生産・供給方法等を記載した堆肥供給者一覧の配布やホームページでの情報発信

により、堆肥需要の拡大を図るとともに、耕畜連携による自給飼料の生産や、農家における

堆肥利用による地域内利用の拡大を促進します。 

ⅷ 小型家電リサイクルの推進（レアメタルリサイクル） 

○ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）に基づ

く使用済小型家電の回収促進に努めるとともに、回収主体である市町にとって課題となって

いる財政負担の軽減が図られるよう、国に対し、要望します。 

ⅸ 多様な回収ルートの確保 

○ 集団回収マニュアルを作成するなど、集団回収やイベント回収の促進、拡大に努めるほか、

小売店等が実施している店頭回収等、行政以外の回収ルートの活用を促進します。 

〇 分別の徹底や洗浄など、店頭回収のマナーに関する啓発を実施し、事業者の負担軽減を
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図ります。 

1－1－3 循環産業の育成 

ⅰ 事業者に対する支援 

     ○ 県の融資制度等の活用や各種行政手続きのワンストップ化などにより、企業のリサイクル

施設の整備や優良なリサイクル工場等の立地を促進します。 

     ○ 脱炭素化技術や新素材・高機能材料等の開発・利用技術、製造プロセスの高度化に加え、

LCA（ライフサイクルアセスメント）による環境負荷の評価支援および材料分析等評価技術

の高度化などに関する技術支援や啓発を行い、県内企業の脱炭素化など次世代ものづくり

を推進します。 

○ 「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」に基づき適切に認定審査を行うとともに、

事業者に対する説明会やホームページで認定制度の周知を行い、優良な処理業者の育成

に努めます。 

ⅱ エコタウン事業※９の推進 

○ 直島町で実施しているエコタウン事業について、有価金属リサイクル施設や溶融飛灰再資

源化施設でのリサイクルを継続するとともに、住民が主体となった環境と調和したまちづくり

事業を支援します。 

ⅲ リサイクル市場の普及啓発 

○ 排出事業者に対するリサイクルの促進につながる分別方法の周知や、排出事業者とリサイ

クル業者とを結びつける取組みを推進するとともに、リサイクルショップやリサイクル品を積

極的に利用する県民が増えるよう、リサイクル市場の普及啓発に努めます。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             

         

 

    

 

 

 
※9 エコタウン事業  

先進的な環境調和型のまちづくりを推進することを目的として、平成９(1997)年度に国で創設された事業。本県では、直島

町において、廃棄物の新たなリサイクルシステムを構築する環境産業の育成と住民主体の環境調和型まちづくりを展開し、循

環型社会のモデル地域を形成するエコタウンプラン（エコアイランドなおしまプラン）が平成 14(2002)年３月に国（経済産業

省・環境省）の承認を受け、このプランに基づき、ハード事業（循環資源回収事業）とソフト事業（環境調和型まちづくり）に取り

組んでいる。 
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１－2 プラスチック資源循環の推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

1-2-1 廃プラスチック類の再生利用率 ％ 40.0（R5） 75.0 

1-2-2 

プラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商

品化を実施する市町数 

（独自の再資源化処理を実施する市町を含む） 

市町 １ 9 

 

 現状と課題                                                              

○ プラスチックは、その有用性から、幅広い製品や容器包装にあまねく利用されている現代社会

に不可欠な素材である一方、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題等の様々な環境問題に

対応していくには、国内におけるプラスチックの資源循環を加速し、循環型社会へ移行していく

必要があります。 

○ 国では、令和元年５月に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、３Ｒ＋Renewable（再生不

可能な資源への依存度を減らし再生可能資源に置き換える）を基本原則に掲げて資源循環を

推進するとともに、令和４年４月には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（プラ

スチック資源循環促進法）」が施行され、プラスチック使用製品の製品設計から製造、使用、排

出、回収・リサイクルまでの各段階での資源循環の取組みが強化されています。 

○ 本県の事業所から排出された廃プラスチック類における令和５年度の再生利用率は 40.0％

と、全国の 62.4％（令和５年度速報値）と比べ低値で推移しており、一層のプラスチックの資源

循環を促進するため、可能な限り排出を抑制するとともに、適切に分別し、循環利用を図る必要

があります。 

○ 県内市町においては、これまで「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法

律」に基づくプラスチック容器包装廃棄物の分別収集・再商品化の取組みが進められてきまし

たが、プラスチック資源循環促進法に基づくプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品

化の取組みは、令和７年度時点で１町となっており、独自の再資源化処理を行っている１市があ

るものの、プラスチック資源循環促進法への本格対応や、再資源化率の向上が求められます。 

○ プラスチックの資源循環は、プラスチックのライフサイクル全体において関わりがある、全ての

事業者・県・市町・県民の連携協働を推進する必要があります。 
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 施策展開                                                               

1-2-1 

事業者におけるプラスチック資源循環の

推進 

ⅰ リデュース・適正処理の徹底 

ⅱ 有効利用の促進 

1-2-2 

県・市町等におけるプラスチック資源循

環の推進 

ⅰ 県・市町における資源循環の促進 

ⅱ 海洋プラスチックごみ対策 

 

 主な取組内容                                                               

 1－2－１ 事業者におけるプラスチック資源循環の推進 

ⅰ リデュース・適正処理の徹底 

○ プラスチック製品の使用の合理化を図るため、ワンウェイのプラスチック製容器包装・製品

（レジ袋、スプーン、ストロー等）の過剰な使用の抑制や代替素材への転換などに、先進的に

取り組む小売店等を広く紹介することにより、事業者の主体的な取組みを促進します。 

○ プラスチック使用製品の設計・製造の段階におけるプラスチック使用量の削減を推進する

ため、製造プロセスの高度化等に加え、LCA（ライフサイクルアセスメント）による環境負荷

の評価支援及び材料分析等評価技術の高度化などに関する技術支援や啓発を行います。 

○ プラスチックごみの３R＋Renewable の徹底を呼び掛けるとともに、なお残る廃棄物に

ついては適正処理のために遵守すべき事項等について普及啓発を行うとともに、必要に応

じ、事業場等への立入調査を行うなど、適切な指導・監督を行います。 

○ みどりの食料システム法に基づき、プラスチック資材の排出又は流出の抑制等の環境負

荷低減事業活動に積極的に取り組む農林漁業者を認定（みどり認定）し、持続可能で環境

と調和した農林水産業の取組事例の共有を図ります。 

○ 露地栽培における生分解性マルチフィルムや、施設園芸における中長期耐久性フィルム

等の使用により農業由来廃プラスチックの発生抑制に努めるとともに、適正な循環的な利

用及び適正な処分など、農業に由来する環境負荷に総合的に配慮するための基本的な取

組みを推進します。 

 ⅱ 有効利用の促進 

○ プラスチック使用製品の使用後は、持続可能な形で徹底的に分別回収し、リサイクルによ

る再生利用、それが技術的な観点から難しい場合には熱回収によるエネルギー利用が図ら

れるよう、意識啓発に努めます。 

     ○ 再生プラスチック・バイオプラスチックの利用を推進するため、新素材・高機能材料等の開

発・利用技術に加え、LCA（ライフサイクルアセスメント）による環境負荷の評価支援及び材

料分析等評価技術の高度化などに関する技術支援や啓発を行うとともに、再生プラスチッ

ク・バイオプラスチック製品の正しい理解に向け、消費者への普及啓発に努めます。 

○ 農業生産現場におけるプラスチックの資源循環を促進するため、使用済みの農業生産資
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材・漁業用資材の再使用や、素材として再生利用するなどの循環的な利用の取組みを推進

します。 

1－2－２ 県・市町等におけるプラスチック資源循環の推進 

ⅰ 県・市町における資源循環の促進 

○ プラスチック資源循環促進法に基づくプラスチック使用製品廃棄物の分別収集や再商品

化に適切に対応し、リサイクル率の向上が図られるよう、県と市町で構成する連絡会におい

て、広域での分別収集体制などについて検討を行う等、市町におけるプラスチック資源循

環を促進します。 

○ 家庭や事業所から排出されるプラスチックごみの減量化や資源循環の推進を図るため、

県民や事業者に対して、出前講座等の機会や SNS の活用により、マイバッグ・マイボトルの

利用やワンウェイのプラスチック製容器包装の削減による排出抑制の推進、適切かつ積極

的な分別回収の促進や再生プラスチック・バイオプラスチック製品の正しい理解に向け、普

及啓発に努めます。 

○ 県自ら率先してプラスチック使用製品の使用の合理化を図るため、県主催の会議やイベ

ント等において使い捨てプラスチック製容器製品の使用量削減やリユース容器の利用を推

進するとともに、プラスチック使用製品の調達に当たっては、プラスチック資源循環促進法

の規定に基づく認定を受けた製品を率先して調達するよう努めます。 

○ 事業者が排出するプラスチックごみのリサイクルが促進されるよう、廃プラスチックの排出

事業者に対して分別の重要性を周知するとともに、リサイクルに関する情報提供を通じて、

排出事業者とリサイクル事業者とを結びつける取組みを推進します。 

○ 事業活動におけるプラスチック資源循環の取組みを推進するため、他の模範となるリサイ

クル製品や、環境負荷の低減に取り組む事業所をホームページ等により積極的に PR する

ほか、リサイクルに関する情報提供を通じて、排出事業者とリサイクル事業者の連携を推進

します。 

○ 農業生産資材廃棄物については、香川県野菜振興協議会を中心に、農業者に対し、生産

活動と一体となった廃棄物の減量化や適正処理について、啓発活動を行います。 

○ 県の融資制度等の活用や各種行政手続きのワンストップ化などにより、企業のリサイクル

施設の整備や優良なリサイクル工場等の立地を促進します。【再掲】 

ⅱ 海洋プラスチックごみ対策 

○ 海ごみの多くを占めているプラスチックごみについて、香川県海岸漂着物対策等推進計

画に基づき、不法投棄対策を含む発生抑制対策や回収・処理対策など、関係機関と連携して、

海域・陸域一体となった総合的な対策に取り組むとともに、同じ瀬戸内海を共有し、お互いに

影響を受けている近隣県と連携した広域的な取組みを実施します。 

○ 海洋プラスチックごみを可能な限り防止・抑制するため、「漁業系廃棄物処理ガイドライン」

（環境省）や「漁業系廃棄物計画的処理推進指針」（水産庁）に基づき、プラスチック製などの

漁業系廃棄物の適正処理や、使用済み漁業用資材の循環的な利用（再使用、再生利用等）

について、漁業者に対して意識啓発を行います。 

〇 肥料成分が溶出した後のプラスチック被覆殻が河川等を通じて海洋へ流出するおそれが

あることから、プラスチック被覆殻のほ場外への流出を抑制するとともに、プラスチックを使

用しない肥料等の利用を促進します。 
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 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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１－3 食品ロス削減の推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

1-3-1 

1-3-2 
食品ロスの発生量 t 25,476（Ｒ５） 22,200 

1-3-1 

1-3-2 
食品ロスの一人一日あたり発生量 g 75.4（Ｒ５） ６８ 

1-3-1 
食品ロス問題を認知して削減に取り組んでいる

と答えた人の割合 
% - 80 

1-3-2 かがわ食品ロス削減協力店の登録店舗数 店舗 433 増加 

 

 現状と課題                                                              

○ 全国における食品ロスの量（令和５年度）は、年間 464 万トン（家庭系食品ロスは 233 万ト

ン、事業系食品ロス 231 万トン）と推計され、資源の浪費、処理コストの増加や焼却処理による

CO2 排出など環境負荷の増加につながっているほか、食料の多くを海外からの輸入に依存し

ている日本の状況を踏まえると、食品ロスの削減に向けて積極的に取り組んでいく必要があり

ます。 

○ 本県における家庭系食品ロスと事業系食品ロスの発生量をそれぞれ推計した結果、家庭系食

品ロスは年間 12,276 トン、事業系食品ロスは年間 13,200 トン、香川県全体での食品ロス発

生量は年間 25,476 トンで、県民一人一日当たり 75.4ｇと推計され、その発生源は、家庭系が

48.2％、事業系が 51.8％で、全国とほぼ同じ割合となっています。 

○ 家庭系については、全国、本県ともに、「直接廃棄（手付かず食品）」の割合が多くを占めてい

ます。多くの県民が各家庭においてそれぞれ取組みを実施しているところですが、食品に応じた

適切な保存や食材の有効活用、適切な買い物等に関する意識啓発など、直接廃棄される食品

ロスの削減に向けた取組みを重点的に進める必要があると考えられます。 

○ 事業系については、大きく製造業、卸売業、小売業、外食産業の４業種から発生しており、この

うち本県では、外食産業において食品廃棄物に占める食品ロスの割合が約６割と４業種の中で

最も高くなっているほか、小売業においては、事業系食品ロス全体に占める割合が全国に比べ

て高くなっていることから、外食事業者や小売事業者から発生している食品ロスの削減を図る

ことが重要であると考えられます。 

○ 食品ロスを削減するためには、食品の製造、販売、消費に至る一連のサプライチェーンにおい

て、食品廃棄物の発生抑制の取組みを推進していくことが最も重要ですが、県民一人ひとりが

食品ロスが発生している現状を認識し、まだ食べることができる食品については、できるだけ食

品として活用し、食品ロスを削減していくことが重要です。 

○ 食品ロス削減推進法の趣旨を踏まえ、本項を香川県食品ロス削減推進計画として位置付け、

本県における食品ロスの削減を総合的かつ計画的に推進していく必要があります。 
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 施策展開                                                               

1-3-1 

教育や普及啓発の推進 

ⅰ 教育及び学習の振興、普及啓発等 

ⅱ 表彰制度 

ⅲ 実態調査等の推進 

ⅳ フードドライブ活動への支援等 

1-3-2 

事業者における取組みの推進 

ⅰ 事業者の取組みに対する支援 

ⅱ 実態把握及び先進的事例等に関する情報収集と情

報提供 

ⅲ フードドライブ活動への支援等 

 

 主な取組内容                                                               

 1－3－１ 教育や普及啓発の推進 

ⅰ 教育及び学習の振興、普及啓発等 

     ○ 令和６年９月に実施した県政モニターアンケートでは、96.8％が「食品ロス」という言葉を

「知っている」と回答しており、大多数の県民が食品ロスの問題を認知しているものと考えら

れます。一方で、県の取組みである「スマート・フードライフ※10」を「知っている」との回答は

16.6％にとどまっており、県民に十分に浸透しているとは言えない状況です。 

そのため、創意工夫を凝らした普及啓発により、県民へのスマート・フードライフの定着を

図ります。 

     ○ 県民への普及啓発は、県民に身近な市町と連携して実施することが効果的であるため、各

種イベント等において市町と合同で出展するなど、市町と連携した普及啓発を行います。 

また、市町に対して国の施策の動向や他県の取組みについて情報提供するとともに、各市

町の取組状況に関する情報交換の機会を設けるなど、市町における地域の特性に応じた取

組みを促進します。 

     ○ 食品ロスの問題が幅広い世代に認知されるよう、環境キャラバン隊やくらしのセミナー等

において講座を実施します。 

       各種講座の実施にあたっては、食品ロス削減についての見識を有する者と連携し、各家庭

における食品ロス削減の実践につながるものとなるよう内容を検討します。 

    また、学校給食や教科学習等を通じ、食品ロスの削減に関する理解と実践を促すため、学

校等での取組みを推進します。 

○ 会食の機会が増えるシーズンを中心として、県民に対する啓発のほか、会食を行う企業・

団体と会食の場を提供する飲食店等の双方に対しても実施を呼び掛けるなど、「３０・１０運

動」の定着に向けた取組みをより一層推進します。 

○ 将来を担う世代に的確に情報発信するため、若い世代が活発に利用するＳＮＳを活用し

た普及啓発に取り組みます。 

 

 

 
※10 スマート・フードライフ  

家庭から出る食品ロスの削減を目指して環境・身体・家計にとってかしこい（スマートな）食生活を実践するライフスタイルを

指すキャッチフレーズとして、香川県独自に名付けたもの。県では、推進キャラクター『たるる』とともに広く普及啓発に取り

組んでいる。 
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ⅱ 表彰制度 

     ○ 県民及び事業者等に食品ロス削減の重要性が広く認知され、削減の機運が醸成されると

ともに、それぞれの取組みが促進されるよう、優れた取組みや先進的な事例に対する表彰を

行います。 

ⅲ 実態調査等の推進 

     ○ 家庭系食品ロスの発生量及び発生要因に関する実態調査（一般廃棄物の組成調査）につ

いて、適時、実施できるよう、実施主体となる市町との連携を推進します。 

     ○ 県民へのアンケートを継続的に実施し、県民の食品ロスの認知度や削減への取組状況等

の把握に努めます。 

ⅳ フードドライブ活動への支援等 

     ○ フードドライブ※11 活動は、食品ロスの削減に直結するほか、子ども食堂への支援等の福

祉の観点からも意義のある取組みです。 

そのため、フードドライブ活動の認知度を向上させるとともに、支援が広がるよう、県民及

び事業者等に対して、フードドライブ活動への理解を促進します。 

○ フードバンク※12 団体と連携を図り、フードドライブ活動を実施するとともに、フードドライブ

活動に必要な資材の貸出しなどの支援を行います。 

     

  1－3－２ 事業者における取組みの推進 

ⅰ 事業者の取組みに対する支援 

     ○ 食品ロス削減に取り組む事業者を『かがわ食品ロス削減協力店』として認定・登録し、その

取組みを広く周知します。 

     ○ さまざまな理由により通常の流通経路での販売等が困難な規格外や未利用の農林水産

物を活用（加工・販売等）する取組みを支援します。 

        また、食品製造の過程で生じる端材や規格外品等を活用する取組みが広がるよう、事業

者や関係団体との連携を促進します。 

     ○ 食品ロス削減のための商慣習の見直しとして、賞味期限表示の大括り化（年月表示・日ま

とめ表示）や納品期限の緩和等を推進する事業者の取組みに対して、消費者の理解が促進

されるよう啓発を行います。 

        また、食品の安全性の確保に関する科学的知見に基づく観点から策定された「食品期限

表示の設定のためのガイドライン」の理解が広がるよう事業者への周知に取り組みます。 

     ○ 『かがわ食品ロス削減協力店』の登録店と連携したキャンペーン等を実施します。 

       また、食品関連事業者の取組みについてのセミナーや情報交換会を開催し、事業者相互の

交流の場を設けるなど、効果的な取組みや先進的な事例を共有することで事業者の積極的

な取組みを促進します。 

 

 

 

 
※11 フードドライブ  

家庭で余っている食品を持ち寄り、地域の福祉団体やフードバンク団体などに寄附する活動 
※12 フードバンク 

食品の製造工程で発生する規格外品や家庭等で余っている食品を引き取り、福祉施設等へ無償提供する活動 
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ⅱ 実態把握及び先進的事例等に関する情報収集と情報提供 

○ 食品ロスの削減に向けた先進的・効果的な取組事例に関する情報収集や調査に努め、情

報発信するとともに、事業者や関係団体等の多様な主体と連携し、食品ロスを削減するた

めの課題やその解決に向けた取組みについて、情報共有に努めます。 

○ 外食における持ち帰り等、食の安全・安心に特に留意する必要がある事項については、消

費者と事業者が安心して取り組むことができるよう国の動向や先進事例の情報収集に努め

ます。 

 また、食べ残し持ち帰りに取組む事業者に対して、その取組みが「食べ残し持ち帰り促進

ガイドライン」に基づく食品衛生等の留意事項を十分に理解した上で行われるよう、情報提

供します。 

ⅲ  フードドライブ活動への支援等 

     ○ 食品関連事業者とフードバンク団体との連携が促進されるよう提供可能な食品に関する

情報提供を行うなど両者の関係構築を支援します。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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 2 廃棄物の適正処理の推進  

 

2－１ 廃棄物の適正処理の推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

2-1-2 
廃棄物不適正処理（不法投棄以外）に係る通報

を踏まえた対応件数 
件 92 69 

 

 現状と課題                                                              

○ 廃棄物の適正処理を推進するためには、引き続き、廃棄物処理施設の整備促進や適切な維

持管理、優良な処理業者の育成に取り組むほか、感染性廃棄物やＰＣＢ廃棄物等の処理困難

廃棄物や海岸漂着物など各種廃棄物の適正処理に努める必要があります。 

○ 廃棄物の野外焼却や多量保管などに関する県民からの苦情件数（令和６(2024)年度実績）

は、92 件となっており、令和２(2020)年度実績（105 件）と比較すると、減少しているものの、

引き続き、市町や関係機関とより一層連携し、野外焼却などに対する監視指導を充実させる必

要があります。 

○ 豊島処分地維持管理等事業については、関係者の理解と協力のもと、調停条項に基づき、豊

島処分地の地下水浄化対策や処分地の維持管理に取り組む必要があります。 

 

 施策展開                                                               

2-1-1 

廃棄物処理施設の確保と維持管理 

ⅰ 廃棄物処理施設に対する理解と協力の確保 

ⅱ 産業廃棄物処理施設の確保と維持管理 

ⅲ 廃止する廃棄物処理施設の適正管理 

ⅳ ごみ処理の広域化及びごみ処理の集約化に向けた

支援 

2-1-2 

監視指導体制の拡充・強化 

ⅰ 排出事業者に対する監視指導 

ⅱ 処理業者、処理施設に対する監視指導 

ⅲ 市町における監視指導の強化 

ⅳ 県外産業廃棄物の搬入規制の継続と適正な循環利

用の確保 

ⅴ 不適正処理への対応 

2-1-3 

廃棄物の適正処理の推進 

ⅰ 市町における適正処理の推進 

ⅱ 排出事業者及び処理業者における適正処理の推進 

ⅲ 優良産廃処理業者の周知 

ⅳ 感染性廃棄物の適正処理の推進 

ⅴ 石綿を含む廃棄物の適正処理の推進 
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ⅵ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

ⅶ その他各種廃棄物の適正処理の推進 

2-1-4 

豊島処分地維持管理等事業の推進 
ⅰ 豊島処分地維持管理等事業 

 

 主な取組内容                                                               

 2－１－１ 廃棄物処理施設の確保と維持管理 

ⅰ 廃棄物処理施設に対する理解と協力の確保 

     ○ 廃棄物は、家庭から直接排出されるほか、住宅の新築・解体時や医療など暮らしを支える

事業活動からも排出されており、その処理には、廃棄物処理施設が必要不可欠ですが、廃

棄物処理施設を「迷惑施設」と考える人が多いことから、廃棄物処理施設の重要性を発信し、

施設に対する理解の向上を図ります。 

     〇 住民の安心・安全や廃棄物の適正な処理を確保するため、焼却施設や最終処分場など廃

棄物処理施設の情報をホームページに掲載するなど、可視化を徹底します。 

     〇 廃棄物の処理に地域住民が不安を感じるようなことがあると廃棄物処理施設等に対する

不信感につながる恐れがあるため、立入検査や説明会等の機会を捉え、処理業者に対し、

廃棄物の処理に当たっては、地域住民に十分配慮したうえで行うよう、協力を求めます。 

    ⅱ 産業廃棄物処理施設の確保と維持管理 

     ○ 産業廃棄物処理施設の設置に当たっては、「産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予

防及び調整に関する条例」及び「香川県産業廃棄物処理等指導要綱」に基づき、生活環境

の保全に配慮するなど、地域住民との合意形成や紛争の未然防止に努めるよう設置予定者

を指導しながら、計画的かつ適正な産業廃棄物処理施設の確保に努めます。 

     〇 産業廃棄物処理施設の維持管理状況を確認するため、立入検査を実施し、不適切な状況

を発見した場合は、改善指導を徹底します。 

     〇 民間との役割分担を踏まえながら、引き続き、公益財団法人香川県環境保全公社による

安定型産業廃棄物最終処分場の管理・運営を行うとともに、将来にわたって産業廃棄物の

円滑な処理を継続するため、関係部局と連携して、公的関与による廃棄物処理施設の必要

性について検討します。 

    ⅲ 廃止する廃棄物処理施設の適正管理 

     ○ 埋立が終了した一般廃棄物の最終処分場については、廃止確認のために必要な水質検

査等の実施を市町に依頼するとともに、毎年、報告される水質等の検査結果を踏まえ、必要

に応じ、改善に向けた措置等に関する助言等を行います。 

     〇 埋立が終了した産業廃棄物の最終処分場については、維持管理状況を確認するため、定

期的に立入検査や水質検査等を実施するほか、早期廃止に向け、設置者に対する適切な指

導・監督を行います。 

     〇 市町の財政事情等により解体が進まない一般廃棄物焼却施設については、解体までの間、

適正な管理を促すとともに、必要な財政的援助が受けられるよう、国に対し、要望します。 

     〇 廃止した産業廃棄物の焼却施設については、設置者に対して、放置することによって生活

環境保全上の支障が生じないよう早期の解体撤去を促すとともに、解体撤去が完了するま
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での間、適切な管理を継続するよう指導・監督を行います。 

     〇 廃止確認後の最終処分場については、速やかに指定区域として指定するとともに、跡地利

用を行う場合は、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」に基づいた適正な利

用を推進します。 

    ⅳ ごみ処理の広域化及びごみ処理の集約化に向けた支援 

     ○ 将来にわたり持続可能な適正処理を確保するため、長期におけるごみ処理広域化・集約

化計画を策定するとともに、市町と密に連携し、安定的・効率的な廃棄物処理体制の構築に

向けた取組みを推進します。 

2－1－２ 監視指導体制の拡充・強化 

ⅰ 排出事業者に対する監視指導 

     ○ ホームページ等による情報提供や関係団体の研修会等の機会を通じて、適正処理のため

に遵守すべき事項等について普及啓発を行うとともに、必要に応じ、事業場等への立入調

査を行うなど、適切な指導・監督を行います。 

ⅱ 処理業者、処理施設に対する監視指導 

○ 産業廃棄物収集運搬業者の積替え保管場所や産業廃棄物処分業者の処理施設に対す

る定期的な立入調査に加え、周辺住民等から通報等があった場合には、直ちに立入調査を

実施し、適切に指導・監督を行うほか、県警察や市町等と連携し、ヘリコプターや車両パトロ

ールによる監視を実施します。 

〇 最終処分場については、廃棄物処理法及び「香川県産業廃棄物最終処分場の構造及び

維持管理に係る指針」に基づき、適正に維持管理されていることを確認するとともに、安定型

最終処分場における掘り起こし検査の実施など、許可された廃棄物以外が埋立てされること

がないよう、適切な指導・監督を行います。 

〇 無許可業者による産業廃棄物処理の受託や無許可での産業廃棄物処理施設の設置が行

われることのないよう情報収集に努めるとともに、該当する事案を確認した場合には、迅速

かつ適切に対応します。 

ⅲ 市町における監視指導の強化 

○ 不法投棄等を防止するため、関係団体等の支援を活用し、市町における監視カメラの増

設を推進します。 

〇 廃棄物 110 番に寄せられた県民からの通報等を迅速に情報提供し、市町における野外焼

却等への取り締まりの強化に努めます。 

〇 市町との連携・協力のもと、家庭等の不用品を無許可で回収し、不適正処理等を行う事業

者に対する監視指導を強化するとともに、市町に対し、チラシ、ポスター、ホームページなど

各種媒体を通じて、住民に対する注意喚起を行うよう依頼します。 

ⅳ 県外産業廃棄物の搬入規制の継続と適正な循環利用の確保 

○ 過去に県外の産業廃棄物が大量に県内に搬入され、生活環境保全上の支障を生じさせ

た経緯等から、持続可能な循環型社会の構築を推進するため、県外の産業廃棄物の搬入に

ついては、「香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例」の趣旨を踏まえ、原則、

循環的利用が可能な産業廃棄物に限り認め、厳正な審査と情報公開、立入検査により、不
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適切な県外の産業廃棄物が搬入されないよう取り組みます。 

○ 令和７年３月には、県外からの産業廃棄物の搬入について、原則として禁止する方針を維

持したうえで、より一層公正性や透明性を確保するため、やむを得ない場合として運用して

いたルールについて、「香川県産業廃棄物処理等指導要綱」に明文化するとともに、新たな

大規模開発に備え、特定の条件に合致する場合に県外から産業廃棄物を搬入できるよう指

導要綱に追加したところであり、環境保全を第一に、産業廃棄物の適正処理を前提としなが

ら、環境と経済の好循環が図られるよう取り組みます。 

ⅴ 不適正処理への対応 

○ 不適正処理事案を発見した場合には、生活環境の保全上の支障を未然に防止するため、

口頭や指導票の交付による指導等の行政指導を行うほか、必要に応じ、改善命令等の行政

処分を行うなど、関係法令に基づき、厳正に対処します。 

〇 悪質な不適正処理事案に対しては、被害拡大の防止措置を速やかに講じるとともに、厳

正かつ迅速に行政処分（事業停止や許可取消し処分）を行い、その旨を公表することにより、

不適正処理の拡大や再発の防止を図るほか、必要に応じ、捜査機関等へ刑事告発を行いま

す。 

2－1－3 廃棄物の適正処理の推進 

ⅰ 市町における適正処理の推進 

     ○ 市町が廃棄物処理法を適切に運用することによって、適正処理が確保されるよう、専門の

講師を招いた研修会を開催するなど、市町職員の知識の向上を支援します。 

     〇 不用品回収業者によるトラブルや許可業者による行政区域を越えての一般廃棄物の移動

などに適切に対応するため、市町への情報提供と市町間の連携強化に努めます。 

     〇 市町が、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物廃棄物処理基本計画や、施設の整備・維持管

理に対する国からの支援である循環型社会形成推進交付金の交付を受けるために必要と

なる循環型社会形成推進地域計画を策定するに当たり、技術的助言などの支援を行います。 

ⅱ 排出事業者及び処理業者における適正処理の推進 

○ 処理業者や多量排出事業者に対して、立入指導や説明会の開催に合わせ、マニフェスト

の適正な運用を指導するとともに、事務処理の負担を軽減できる電子マニフェストの積極的

な利用を働きかけます。 

〇 収集運搬業者や自社運搬を行う排出事業者に対し、運搬車に係る法定表示の徹底などの

処理基準が遵守されるよう、ホームページによる情報提供や説明会等の開催などにより、周

知や指導を行います。 

〇 住民の安心・安全や廃棄物の適正な処理を確保するため、焼却施設や最終処分場など廃

棄物処理施設の情報をホームページに掲載するなど、可視化を徹底します。【再掲】 

〇 最終処分場の埋立状況や事業計画等を的確に把握し、適切な積立金額を算定・通知する

ことで、埋立終了後に必要となる維持管理費用の確保を指導するなど、維持管理積立金制

度の円滑な運用に努めます。 
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ⅲ 優良産廃処理業者の周知 

○ 通常の許可基準よりも厳しい基準に適合しているとして認定した優良産廃処理業者につ

いて、ホームページ等を活用して情報発信し、排出事業者が優良産廃処理業者へ処理委託

しやすい環境を整備します。 

ⅳ 感染性廃棄物の適正処理の推進 

○ 医療機関における感染性廃棄物については、「感染性廃棄物処理マニュアル」（環境省）の

周知徹底を図るとともに、医療法に基づく立入検査において、適正処理を指導します。 

〇 在宅医療廃棄物については、「在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引き」

（在宅医療廃棄物の処理の在り方検討会）に沿った処理体制の構築を市町に働きかけるほ

か、家庭からの適正な排出方法について啓発します。 

〇 訪問看護ステーションの看護師等が患者宅で訪問看護を行った際に生じる廃棄物につい

ては、「訪問看護における在宅医療廃棄物標準取り扱いマニュアル」（公益社団法人香川県

看護協会）により、適正な処理を行うとともに、患者に対しても、訪問看護師等を通じて、在

宅医療廃棄物の適正な処理方法の指導を行います。 

ⅴ 石綿※13 を含む廃棄物の適正処理の推進 

○ 今後、石綿（アスベスト）含有建築材料を多用した建築物が改築・解体時期を迎え、解体

工事等に伴う多量の石綿含有廃棄物等の排出が見込まれるため、「石綿含有廃棄物等処理

マニュアル」（環境省）に基づく適正な処理が行われるよう、引き続き、指導・助言等を行いま

す。 

〇 産業廃棄物破砕施設等の中間処理施設や最終処分場への立入検査により、再生砕石へ

の石綿含有産業廃棄物の混入防止や、廃石綿等の処理基準の遵守について、指導・監督を

行うなど、石綿含有廃棄物等の適正処理を推進します。 

ⅵ ＰＣＢ※14 廃棄物の適正処理の推進 

○ ＰＣＢ廃棄物の保管事業者等に対して、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進

に関する特別措置法」に基づく届出や処分期間内の処分、廃棄物処理法に基づく適正な保

管等の徹底を図ります。 

〇 ＰＣＢ廃棄物の処理については、「香川県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に沿って、

関係行政機関やＰＣＢ廃棄物処理業者など関係者と連携し、期限までに確実かつ適正な処

理が行われるよう取組みを進めます。 

〇 ＰＣＢ廃棄物の保管や処分に係る届出状況を的確に把握し、毎年、公表するとともに、パン

フレットやホームページ等を活用して、ＰＣＢ廃棄物の処理に関する知識の普及や意識の向

上を図ります。 

 

※13 石綿（アスベスト）  

天然に産する繊維状けい酸塩鉱物。丈夫で熱、酸やアルカリなどに強く、安価なことから、耐火被覆材、断熱材、保温材など

に使用されてきた。しかし、吸い込んで肺の中に入ると組織に刺さり、15～40 年の潜伏期間を経て、肺がん、悪性中皮腫

などの病気を引き起こすおそれがある。 
※14ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル） 

Polychlorinated biphenyl の略称。熱で分解しにくく電気絶縁性に優れていたため、熱交換器の熱媒体やトランス・コ

ンデンサなどの電気機器の絶縁油として広く使用されていた。昭和 43(1968)年に健康被害（カネミ油症事件）が発生した

ことでその有害性が判明し、昭和 47(1972)年以降、製造や使用が禁止された。 

ＰＣＢが含まれる廃棄物は、国が定める期限までの適正処理が求められている。 
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ⅶ その他各種廃棄物の適正処理の推進 

○ 海ごみについては、香川県海岸漂着物対策等推進計画に基づき、不法投棄対策を含む発

生抑制対策や回収・処理対策など、関係機関と連携して、海域・陸域一体となった総合的な

対策を推進します。 

〇 農業生産資材廃棄物については、香川県野菜振興協議会を中心に、農業者に対し、生産

活動と一体となった廃棄物の減量化や適正処理について、啓発活動を行います。 

〇 プラスチック製などの漁業系廃棄物については、漁業者等に対し、「漁業系廃棄物処理ガ

イドライン」（環境省）や「漁業系廃棄物計画的処理推進指針」（水産庁）に基づく適正処理に

ついて、意識啓発を行います。 

○ 太陽光パネルについては、市町や排出事業者に対し、「太陽光発電設備のリサイクル等の

推進に向けたガイドライン」（環境省）に基づくリユースやリサイクルを含む処理体制の構築と

適正処理の推進に関して、意識啓発を行います。 

○ リチウム蓄電池等を始めとする新製品・新素材については、現在の収集運搬及び処理方

法では事故が発生する可能性があるため、市町や排出事業者に対する環境省が作成したガ

イドラインの周知や、分別の徹底等、廃棄物の適正な排出について県民に対する普及啓発を

行います。 

○ 家庭や事業者から排出される紙おむつについては、市町や排出事業者に対し、「使用済紙

おむつの再生利用等に関するガイドライン」（環境省）に基づく再生利用の促進に関して、意

識啓発を行います。 

2－1－4 豊島処分地維持管理等事業の推進 

ⅰ 豊島処分地維持管理等事業 

     ○ 関係者の理解と協力のもと、調停条項に基づき、豊島処分地の地下水浄化対策や処分地

の維持管理に取り組みます。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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2－2 不法投棄対策の推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

2-2-1 
廃棄物不適正処理（不法投棄）に係る通報を踏

まえた対応件数 
件 35 17 

 

 現状と課題                                                              

○ 県政世論調査の結果では、廃棄物の不法投棄対策について、多くの人が重要と考えている一

方、満足している人は少ない結果になっています。また、河川、海岸、山間等への不法投棄は、

依然として後を絶たない状況にあり、不法投棄監視パトロールなどによる不適正処理の未然防

止や早期発見などに努める必要があります。 

 

 施策展開                                                               

2-2-1 

不法投棄や野外焼却対策の強化 

ⅰ 不法投棄されない地域社会の構築 

ⅱ 監視、通報体制の充実 

ⅲ 関係機関との連携の強化 

 

 主な取組内容                                                               

 2－2－１ 不法投棄や野外焼却対策の強化 

ⅰ 不法投棄されない地域社会の構築 

     ○ 不法投棄の防止について、ホームページ等の各種媒体を活用した広報や、環境教育・環

境学習での啓発を実施するほか、海ごみゼロウィーク（５月 30 日～６月８日）等に合わせて、

市町や関係団体と連携した啓発活動を実施します。 

     〇 これまでに寄せられた不法投棄に関する通報等から、不法投棄されやすい場所や地域の

特性を分析し、それぞれの特性に応じた効果的な不法投棄防止策を講じるなど、住民等と

の連携による不法投棄されない地域づくりを促進します。 

     ○ 家電メーカー等が家電リサイクル法対象品目の不法投棄対策として拠出する「不法投棄

未然防止事業協力」の積極的な活用を、市町に対し、周知するとともに、制度の継続と利用

しやすい制度への改善を、国に対し、要望します。 

    ⅱ 監視、通報体制の充実 

     ○ 循環型社会推進課及び県内４地域の出先事務所に設置した指導監視機動班を中心に不

法投棄の巡回監視を行うとともに、県警察や海上保安庁等と連携したヘリコプターによる上

空からの合同パトロールや、不法投棄が行われやすい夜間や休日のパトロールを実施する

など、不適正処理の未然防止や早期発見に努めます。 

     ○ 不法投棄の早期発見を目的とした協定を締結し、「不法投棄等発見通報マニュアル」を配

布するとともに、「不法投棄監視中」のステッカーを車両に貼り付けて走行してもらうなど、民
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間団体と連携した不法投棄防止のためのさまざまな取組みを進めます。 

     〇 廃棄物 110 番や環境監視員制度などを活用して、広く県民などから不法投棄や野外焼却

などの情報提供を受け付けるとともに、県警察など関係機関との連携を密にして、早期の情

報収集に努め、不適正事案に対しては、早期対応を図ります。 

ⅲ 関係機関との連携の強化 

     ○ 県、県警察、海上保安庁、高松市等で構成する香川県産業廃棄物不法処理防止連絡協

議会と、地域ごとに設けられた、その地域を所管する県の出先事務所、警察署、市町で構成

される協議会において、定期的に情報交換を行うなど、関係機関、団体との連携を図ります。 

     ○ 一般廃棄物の排出抑制やリサイクル、適正処理に向けた取組みに対して助言を行うほか、

産業廃棄物についても、住民生活や地域産業と密接な関わりがあることから、市町職員を

県職員として併任するなど、県と市町との連携に努めます。 

     〇 県外産業廃棄物の不適正処理などの早期把握、迅速かつ的確な対応を図るため、隣接県

との連携に努めます。 

 

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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 １ 災害廃棄物処理対策の推進  

 

3－１ 災害廃棄物処理対策の推進 

 指標                                                                  

施策 

展開 
指標 単位 

現況 

【R6年度】 

目標 

【R12年度】 

3-1-1 災害廃棄物処理に係る訓練の実施回数 回 3 
年2回以上 

実施 

 

 現状と課題                                                              

○ 近年、全国各地で甚大な災害が発生し、その都度、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理が課

題となっていますが、本県でも、今後 30 年以内の発生確率が 60％～90％程度以上といわれ

る南海トラフ地震（発生頻度が高いＬ１クラス）が発生した場合、災害廃棄物・津波堆積物は約

48.8 万トン発生すると想定されており、また、今後、地球温暖化の影響により、台風や豪雨の規

模も大きくなることが予測されています。 

○ 県及び各市町において、「災害廃棄物処理計画」及び「災害廃棄物処理行動マニュアル」 を

作成し、国や関係機関が連携した災害廃棄物処理広域訓練を実施していますが、継続的に訓

練を行うとともに、訓練で明らかとなった課題や被災自治体からの情報を踏まえ、計画や行動

マニュアルがより実効性の高いものとなるよう見直すなど、引き続き、災害廃棄物処理体制の

充実・強化に努める必要があります。 

○ 本県では、災害時における廃棄物の適正処理を確保するため、関係団体と災害廃棄物の処理

を始めとした災害対応に関する協定を締結し支援体制を構築しています。 

 

 施策展開                                                               

3-1-1 

大規模災害に備えた災害廃棄物処理体

制の充実・強化 

ⅰ 災害廃棄物処理訓練の実施 

ⅱ 災害廃棄物処理体制の強化 

 

 主な取組内容                                                               

 3－１－１ 大規模災害に備えた災害廃棄物処理体制の充実・強化 

ⅰ 災害廃棄物処理訓練の実施 

     ○ さまざまな状況を想定した災害廃棄物処理広域訓練を継続的に実施し、県や市町担当職

員の対応力の向上や市町・関係団体との連携の強化を図ります。 

     〇 四国内の国の機関、県、市等で構成する災害廃棄物対策四国ブロック協議会と連携して、

定期的に訓練を実施するなど、県域を越えた広域的な連携・協力体制の強化を図ります。 
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    ⅱ 災害廃棄物処理体制の強化 

     ○ 香川県災害廃棄物処理計画や香川県災害廃棄物処理行動マニュアルが、より実効性の

高いものとなるよう、災害廃棄物処理広域訓練で明らかになった課題や被災自治体の取組

状況を踏まえた見直しを行います。 

     〇 市町においても、災害廃棄物処理計画や災害廃棄物処理行動マニュアルの見直しが進む

よう、必要な情報提供や技術的助言等を行います。 

     ○ 県外からの産業廃棄物の搬入は、原則として禁止していますが、生活環境の保全上支障

がないことを前提に、災害時における県外産業廃棄物を搬入できるよう「香川県産業廃棄物

処理等指導要綱」等を改正（令和４年４月）するなど、大規模災害に備えた広域的な処理体

制の構築に努めます。 

     〇 災害廃棄物や災害時のし尿及び浄化槽汚泥の処理については、各団体と締結した災害時

応援協定に基づき、事業者団体と連携し、処理体制の確保に努めます。 

    

 方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール                                             
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第５章 推進体制 

 

  計画の推進には、県民、事業者、民間団体、国・県・市町などすべての主体が、循環型社会の形

成という共通の価値観を持ち、相互の連携と適切な役割分担のもと、各種の施策や取組みを着実

に進めることが必要です。 
 

１ 県民の役割 

 
わたしたちの日常生活から排出される廃棄物は、環境への負荷を与えていることを自覚した

うえで、循環型社会の形成のためには一人ひとりの行動が重要であることを認識し、ライフスタ

イルを見直すことなどにより、３Ｒの実践に努めることが必要です。 
 

区分 わたしたちにできること 

（リ
デ
ュ
ー
ス
） 

廃
棄
物
の
発
生
抑
制 

・過剰包装を断るとともに、マイバックを持参してレジ袋の使用を控える。 

・ワンウェイプラスチック（スプーン、ストロー等）の提供を断る。 

・食べ残しをしない、食材を使い切るなど、食品ロスを出さないようにする。 

・長く使えるものを選び、壊れた場合は修理するなど、ものを大切に使い、不要な

ものは買わない。 

・リターナブルびんを使用している商品や詰め替え商品などを選ぶ。 

・マイボトルやマイカップの使用に努める。 

・一時的に必要なものは、リースやレンタルで使用する。 

（リ
ユ
ー
ス
） 

再
使
用 

 

・市町の行う不用品交換情報や民間のリサイクルショップ、フリーマーケットを活用

するなど、使わなくなったものを必要な人に譲る。 

・マイボトルやマイカップの使用に努める。【再掲】 

（リ
サ
イ
ク
ル
） 

再
生
利
用 

 
・決められたルールに従って、ごみの分別を行う。 

・自治会等の集団回収に協力する。 

・スーパー等の店頭回収を利用する。 

・エコマークやグリーンマークのついた環境にやさしい製品を選ぶ。 

・家電リサイクルなどの法制度を守る。 

・ごみの自家処理に挑戦する。（コンポスト容器、生ごみ処理機） 

適
正
な
処
理 

・ごみを排出するときは、決められたルールに従い、不法投棄や野外焼却をしな

い。 

・ごみのポイ捨てはせず、環境美化に努める。 

・地域等での清掃活動などの環境美化活動に参加する。 

・ごみの不法投棄や野外焼却、多量保管など、不適正な処理を発見したときは、速

やかに行政※に通報する。 

※廃棄物１１０番（２４時間受付） 

 電話・ＦＡＸ：０８７－８３２
ヤ ミ ニ

－５３７４
ゴ ミ ナ シ

 

 電話        ：０１２０－５３７４
ゴ ミ ナ シ

８３
バンザイ

（フリーダイヤル） 
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２ 事業者の役割 

 
廃棄物の排出事業者は、事業活動により生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理す

る義務があることを認識し、発生抑制や適正処理の推進に努めるとともに、生産者が製品の生

産・使用段階だけでなく、廃棄・リサイクル段階まで責任を負う拡大生産者責任の趣旨を十分認

識して、事業活動を行うことが必要です。 

また、処理業者は、廃棄物の適正処理を通じて、循環型社会の形成を支え、地域の生活環境

の保全に資する責任があることを十分に認識し、法令遵守はもちろん、知識や処理技術の向上、

地域との協調に努めることが必要です。 
 

区分 わたしたちにできること 

（リ
デ
ュ
ー
ス
） 

廃
棄
物
の
発
生
抑
制 

・原料調達、製造、建設、流通などの各段階で、できるだけ廃棄物の発生を抑え

るとともに、長く使える製品を消費者に提供する。 

・包装の簡素化、包装資材の減量化に努める。 

・不良品の削減や再原料化の推進に努める。 

・修理、アップグレード、使用後の製品の回収等のサービスを行う。 

（リ
ユ
ー
ス
） 

再
使
用 

 

・リユースしやすい製品を製造し、回収ルートを整備する。 

・包装、梱包など使用済み製品の再使用に努める。 

（リ
サ
イ
ク
ル
） 

再
生
利
用 

 

・リサイクルしやすい製品を製造し、回収ルートを整備する。 

・質の高いリサイクルを可能とするため、自らの事業活動によって排出される廃

棄物の分別を徹底し、再生利用が可能なものはリサイクル業者に引き渡す。 

（リ
ニ
ュ
ー
ア
ブ
ル
） 

再
生
可
能 

・原料について、再生不可能な資源への依存度を減らし再生可能資源に置き換

えるように努める。 

適
正
な
処
理 

・廃棄物処理法に基づく排出事業者責任※15により、廃棄物を適正に処理する。 

・事業所やその周辺において、環境美化活動に参加する。 

 
 
  ※15排出事業者責任  

廃棄物等を排出する事業者が、その適正なリサイクル等の処理に関する責任を負うべきとの考え方。廃棄物処理に伴う環境

負荷の原因者は、その廃棄物の排出者であることから、排出者が廃棄物処理に伴う環境負荷低減の責任を負うという考え方

は合理的であると考えられ、その考え方の根本は、汚染者負担の原則にある。 
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３ 民間団体の役割 

 

自ら循環型社会の形成に資する活動を行うことに加え、循環型社会の形成を進めるうえでの

各主体の連携・協働のつなぎ手としての役割を果たすことが必要です。また、循環型社会の形

成に向け、人材育成の担い手や実践活動の推進役となることが期待されます。 
 

区分 わたしたちにできること 

３
Ｒ
の
推
進 

・環境美化運動など率先して環境の保全に取り組むとともに、地域住民の３Ｒ

意識を高めるための啓発活動を実施する。 

・フリーマーケットや環境イベント等を開催する。 

適
正
な
処
理 

・環境美化活動など率先して環境の保全に取り組むとともに、ごみの分別な

ど適正な排出を呼びかける。 

・ごみの不法投棄や野外焼却、多量保管など、不適正な処理を発見したとき

は、速やかに行政※に通報する。 

※廃棄物１１０番（２４時間受付） 

 電話・ＦＡＸ：０８７－８３２
ヤ ミ ニ

－５３７４
ゴ ミ ナ シ

 

 電話        ：０１２０－５３７４
ゴ ミ ナ シ

８３
バンザイ

（フリーダイヤル） 

 
 

４ 行政の役割 

 

（１）市町 

市町は、地域内の一般廃棄物の処理責任を担い、中長期的な視点に立った一般廃棄物処

理計画を策定し、地域の特性を踏まえた３Ｒの取組みの促進を図るとともに、分別収集の徹

底、廃棄物処理施設の整備、不法投棄や不適正処理対策などを計画的に実施することが必

要です。 

また、ごみ処理の広域化・集約化や災害廃棄物処理対策などの広域的な課題等について

は、県や他の市町と連携・協働して、施策を推進することが求められます。 

 

 （２）県 

県は、広域的な視点から、県内の一般廃棄物、産業廃棄物の処理状況を的確に把握した

うえで、県民、事業者、市町等と連携・協働して、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の促

進と適正処理の確保など持続可能な循環型社会の形成に向けた施策を総合的に推進すると

ともに、必要な制度の改正などについて、国に対し、提案等を行います。 
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５ 計画の推進及び進行管理 

 

本計画を推進するためには、県民、事業者、民間団体及び行政が、それぞれ適切な役割分

担と責任のもと、より積極的な循環型社会の形成に向けた取組みを行うことが必要です。 

このため、県は、県民、事業者、民間団体に対し、３Ｒに関することのほか、プラスチック資源

循環や食品ロス削減、廃棄物の適正処理についての情報提供を行い、認識の共有化を図ると

ともに、各種施策への参加を呼びかけるなど、県民、事業者、民間団体との連携と協力のもと

に計画を推進します。 

また、一般廃棄物の処理責任を担い、県民、事業者に最も身近な行政主体である市町と連

携するとともに、必要に応じて情報提供や技術的助言を行うなど、市町の取組みを支援し、一

般廃棄物の３Ｒや適正処理を推進します。 

計画の推進に当たっては、廃棄物の排出・処理状況等に関する実態調査を定期的に行うと

ともに、この計画に掲げた施策の進捗状況を検証し、必要に応じ、施策や事業の見直しを行い

ながら、目標の達成をめざします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（香川県食品ロス削減推進キャラクター「たるる」） 
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        参考資料 
 

 

 

 

 

 

        指標一覧 

 

 

 



 指標一覧

現況 目標

（R6年度） (R12年度)

1
一般廃棄物の
最終処分量

万ｔ 基本目標
2.4
(R5)

2.2
県民の３Ｒの取組みが重要
であるため。

人口減を考慮したR12の将
来予想2.4万ｔにリサイクル率
の向上による再生利用量の
増加を加味して、現況(R5)
の2.4万ｔから0.2万ｔの削減
を目指す。

2
産業廃棄物の
最終処分量

万ｔ 基本目標
12.4
(R5)

10.1
事業者の３Ｒの取組みが重
要であるため。

産業廃棄物の総排出量の減
少およびリサイクル率の上昇
を見込んで算出。現況（R5）
の12.4万ｔから2.3万ｔの削
減を目指す。

3

３Ｒの推進に積極
的に取り組んでい
ると答えた人の割
合

％ 1-1-1
41.1
(R7.6)

56.0
県民の３Ｒの取組状況を把
握するため。

３Ｒの普及啓発等により、現
況（R7.6現在）の41.1%から
14.9ポイントの増加を目指
す。

4
一般廃棄物の
総排出量

万ｔ 1-1-1
28.6
(R5)

26.0
県民のリデュースの取組み
が重要であるため。

人口減を考慮したR12の将
来予想27.2万ｔに施策による
削減量の上乗せを加味し、現
況（R5)の28.6万ｔから2.6
万ｔの削減を目指す。

5
一般廃棄物の
１人１日当たり
排出量

ｇ 1-1-1
825
(R5)

793
県民のリデュースの取組み
が重要であるため。

一般廃棄物の総排出量の削
減に伴い、県民一人一日当
たり、現況(R5)の825ｇから
32ｇの削減を目指す。

6
産業廃棄物の
総排出量

万ｔ 1-1-1
248.3
(R5)

247.5
事業者のリデュースの取組
みが重要であるため。

直近５年間の平均総排出量
（245.3万t）を基準とし、国
の第五次循環型社会形成推
進基本計画の目標を勘案し
て算出。現況（R5）の248.3
万tから0.8万tの削減を目指
す。

7

リユース製品を積
極的に利用してい
ると答えた人の割
合

％ 1-1-1
28.3
(R7.6)

35.0
県民のリユースの取組状
況を把握するため。

県民のリユース行動の促進
などにより、現況(R7.6現在)
の28.3％から6.7ポイントの
増加をめざす。

8
一般廃棄物の
リサイクル率

％ 1-1-1
18.8
(R5)

24.0
県民のリサイクルの取組み
が重要であるため。

現計画の目標値を引き継ぎ、
現況(R5）の18.8％から5.2
ポイントの増加をめざす。

　１　循環型社会づくりの推進

60

指　　　標 単位
施策
展開

指標の選定理由 目標値設定の考え方



現況 目標

（R6年度） (R12年度)

9

リサイクル製品を
積極的に利用して
いると答えた人の
割合

％ 1-1-1
32.2

(R7.6現在)
42.0

県民及び事業者のリサイク
ルの取組状況を把握するた
め。

リサイクル製品の利用促進
などにより、現況(R7.6現
在)の32.2％から9.8ポイン
トの増加をめざす。

10
産業廃棄物の
リサイクル率

％
1-1-2
1-1-3

70.8
(R5)

72.4
事業者のリサイクルの取組
みが重要であるため。

全国平均を下回る排出量上
位品目である廃プラスチッ
ク類のリサイクル率につい
て、R12 年度目標の75％
まで上昇したと見込んで算
出。現況（R5）の70.8%か
ら1.6ポイントの増加を目指
す。

11
廃プラスチック類
の再生利用率

％ 1-2-1
40.0
(R5)

75.0
事業者におけるプラスチック
資源循環の取組みが重要で
あるため。

国のプラスチック資源循環
戦略に準拠し、R17年度に
100％達成を見据え、75％
をめざす。

12

プラスチック使用
製品廃棄物の分別
収集・再商品化を
実施する市町数
（独自の再資源化
処理を実施する市
町を含む）

市町 1-2-2 1 9

市町におけるプラスチック資
源循環の推進に向け、一般
家庭から排出されるプラス
チック使用製品廃棄物の有
効利用について、市町の取
組みが重要であるため。

国のプラスチック資源循環
戦略に準拠し、R17年度に
100％達成を見据え、9市
町をめざす。

13 食品ロスの発生量 t
1-3-1
1-3-2

25,476
(R5)

22,200
県民や事業者の食品ロスの
削減のための取組みが重要
であるため。

国はH12年度（2000）から
R12年度（2030）までの30
年間で、家庭系食品ロスを
50％、事業系食品ロスを
60％削減するとの目標を設
定していることを踏まえ、R５
年度の推計値から国と同じ
削減率（※）を目指す。
（※）【国】30年間で家庭系
▲50％、事業系▲60％
⇒　【県】7年間で家庭系
▲11.7％、事業系▲14％程
度

14
食品ロスの一人
一日当たり発生量

g
1-3-1
1-3-2

75.4
(R5)

68

食品ロスの削減状況を表す
基本的な指標であり、また、
県民に分かりやすい指標で
あるため。

上記理由により、県民１人１
日当たり、現況（R5）から
7.4gの削減を目指す。

15

食品ロス問題を認
知して削減に取り
組んでいると答え
た人の割合

％ 1-3-1 - 80
県民の食品ロス削減の取組
状況を把握するため。

国の食品ロスの削減の推進
に関する基本的な方針の目
標に準拠し、80％をめざ
す。

16
かがわ食品ロス削
減協力店の登録店
舗数

店舗 1-3-2 433 増加

食品ロス削減を実践する店
舗の増加とその取組みの発
信により、食品ロスの削減を
図るため。

R6年度実績から増加をめ
ざす。

61

指　　　標 単位
施策
展開

指標の選定理由 目標値設定の考え方



現況 目標

（R6年度） (R12年度)

17

廃棄物不適正処
理（不法投棄以
外）に係る通報を
踏まえた対応件数

件 2-1-2 92 69
廃棄物が適正に処理される
ことで通報を踏まえた対応
件数が減少するため。

R6年度実績から23件の減
少をめざす。

18

廃棄物不適正処
理（不法投棄）に係
る通報を踏まえた
対応件数

件 2-2-1 35 17
廃棄物が適正に処理される
ことで通報を踏まえた対応
件数が減少するため。

R6年度実績から18件の減
少をめざす。

19
災害廃棄物処理に
係る訓練の実施回
数

回 3-1-1 3
年2回
以上実施

災害発生時には災害廃棄物
の迅速かつ適切な処理が求
められることから、平時の訓
練を通して対応力を強化す
る必要があるため。

毎年度複数回の実施をめざ
す。

　２　廃棄物の適正処理の推進

62

指　　　標 単位
施策
展開

指標の選定理由 目標値設定の考え方

　3　災害廃棄物処理対策の推進


